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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

１．学園の創設 

 大阪行岡医療大学を設置する学校法人行岡保健衛生学園(以下、「本学園」という。)の創

設は、昭和 7 年に大阪接骨学校として認可され、翌年の昭和 8 年に大阪接骨学校を開校し

たことを起源としている。また、大阪接骨学校の実習先として、昭和 9 年には大阪接骨学

校附属行岡外科病院(現在の行岡病院)を開設した。 

本学園創設以来、現在に至るまで 85 年にわたり、社会の要請に応える医療技術の人材

を育成してきた。現在は行岡医学技術専門学校において看護師、歯科衛生士を養成し、大

阪行岡医療専門学校長柄校において診療放射線技師、臨床検査技師、鍼灸師の養成を行っ

ている。理学療法士に関しては、昭和 45 年より専門学校として養成してきたが、社会の要

請に応えるべく平成 24 年に大阪行岡医療大学を開学し、大学教育をスタートさせた。本

学園のこれまでの卒業生は 2 万人を越え、卒業生の多くは医療機関、行政機関、教育機関

等でその中核として活躍している。 

 

２．建学の精神・大学の基本理念 

本学園の建学の精神は、「協同」である。 

これは昭和 7年に本学園を創設された初代理事長行岡忠雄博士による「医療は多くの医

療技術者との多職種連携により、初めて成り立つものである。」との考えに基づくものであ

る。 

現代ではこれは「チーム医療」として置き換えられている考え方である。 

各学科においてはこの建学の精神を基に、優れた医療技術者養成を目指して日々学生教

育に精励している。 

大阪行岡医療大学においても、これに基づいて「幅広い専門知識、技術を修得し、且つ

医療及び社会に対して豊かな適応力を有し、加えて探究心を継続できる心を持った医療人

を育成すること。」をその教育理念として掲げている。 

 

３．使命・目的 

医療技術者を目指す学生に対し、幅広い専門知識や技術の修得を通して、適応力豊かな

医療人を育成することを教育理念としている。 

また、次の項目を教育目標としている。 

① 将来、理学療法士として世界に通用するリーダーの育成 

② 他の学生との協調を図り、互いに意見を尊重する姿勢の育成 

③ 他者とのコミュニケーション能力の向上 

 

４．本学の個性・特色 

日本のリハビリテーションは、昭和 41 年に理学療法士及び作業療法士法が施行される

まで、主として柔道整復師や鍼灸師、マッサージ師によってなされていた。しかし障害を

持つ患者に対して、より高度な治療を行うためには、欧米では既に一般的となっていたリ

ハビリテーション医学の概念を取り入れる必要があり、昭和 38 年には日本リハビリテー

ション医学会が創立され、リハビリテーションに対する必要性はますます高まってきた。 

本学園では、この社会状況及びリハビリテーション医療の必要性に鑑み、前述の理学療

法士及び作業療法士法が施行された直後より理学療法士育成に取組み、昭和 45 年には日

本医学技術学校リハビリテーション科を開設した。昭和 51 年に専門学校としての認可を

うけ、行岡医学技術専門学校に校名変更し、平成 5 年には行岡リハビリテーション専門学

校とし、理学療法士養成施設としての社会的役割を十分に果たしてきたと考える。しかし、
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医療はますます高度になっており、幅広い教養や更に多様な課題を解決する能力が求めら

れてきていることから、平成 24 年に大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科を開設する

に至った。理学療法士養成を大学教育として始めてから、14 年目を迎えているが、日本の

理学療法士養成の創設期より教育に取り組んできている。 

建学の精神に掲げている『協同』のスローガンのもと、行岡病院との強力な連携体制と

学生に対する教育体制の充実を図っている。具体的には、行岡病院の医師による直接的な

指導や入学早期からのリハビリテーション現場見学により、日進月歩の医療状況を反映し

た内容の授業を展開している。そして、行岡病院は教員及び学生の研究活動の基点の役も

担っている。 

また、本学は理学療法学科の単科大学であるため、全教員が理学療法を理解し意志を統

一して教育に当たっている。ほとんどの教員が医学・医療の専門家であり、医師・理学療

法士等の資格を有していることも強みとなっている。そして、学生数が少ないため、質問

や相談その他の交流においても教職員と学生とは身近な環境下にある。 

在学中より医療専門家及び医療提供施設と深く関わることができ、実践力に重点を置い

て教育・研究に取り組むことを特色としている。 

 

Ⅱ．沿革 

1．本学の沿革 

昭和 7 年 11 月 大阪接骨学校設立認可 

8 年 10 月 大阪接骨学校開設 

19 年 10 月 大阪接骨学校附属行岡外科病院開設 

16 年 2 月 行岡外科病院附属関西看護婦学校開設 

23 年 7 月 財団法人行岡保健衛生学園設立 

 大阪接骨学校を日本高等整復学校に改名 

23 年 7 月 大阪鍼灸マッサージ学校開設 

24 年 2 月 日本高等マッサージ学校に改名 

25 年 2 月 大阪労働衛生管理者学校開設 

25 年 12 月 行岡外科病院が、医療法人行岡医学研究会行岡病院となる 

26 年 4 月 大日本レントゲン学校開設 

27 年 4 月 関西看護婦学校が大阪准看護婦学校となる 

29 年 12 月 財団法人行岡保健衛生学園が学校法人行岡保健衛生学園となる 

37 年 3 月 大日本レントゲン学校が日本医学技術レントゲン学校となる 

38 年 4 月 日本医学技術レントゲン学校に医学技術科(衛生検査)を増科 

40 年 4 月 日本医学技術レントゲン学校が、日本医学技術学校となり、医学 

   技術科を衛生検査科と改名し、なお歯科技工科を増科 

40 年 8 月 日本医学技術学校へ、歯科衛生科を増科 

45 年 3 月 日本医学技術学校へ、リハビリテーション科・高等看護科を増科 

45 年 9 月 日本医学技術学校へ、放射線専攻科を増科 

46 年 3 月 衛生検査科が臨床検査科となる 

46 年 8 月 阪准看護婦学校を、日本医学技術学校へ准看護科として増科 

51 年 10 月 専修学校制度により、専門学校としての認可をうけ、行岡医学技 

   術専門学校に校名を変更 

57 年 3 月 高等看護科が看護科となる 

63 年 4 月 近畿医療技術専門学校開校 

平成 5 年 4 月 行岡整復専門学校 茨木校舎へ移転 
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   行岡リハビリテーション専門学校開校 

11 年 4 月 行岡医学技術専門学校 看護第１学科を増科 

   看護科が看護第２学科となる 

12 年 3 月 行岡医学技術専門学校 准看護科廃止 

12 年 4 月 行岡整復専門学校 整復科夜間課程増設 

13 年 4 月 行岡鍼灸専門学校 鍼灸科夜間課程増設 

14 年 4 月 行岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科夜間課程増設 

16 年 3 月 行岡医学技術専門学校 歯科技工科廃止 

18 年 3 月 近畿医療技術専門学校 臨床検査科夜間部廃止 

19 年 3 月 近畿医療技術専門学校 放射線科夜間部廃止 

21 年 3 月 行岡整復専門学校 整復科夜間部廃止 

21 年 4 月 行岡整復専門学校 本庄校舎へ移転 

24 年 3 月 行岡医学技術専門学校 看護第２学科廃止 

   行岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科夜間部廃止 

24 年 4 月 大阪行岡医療大学開学 

25 年 9 月 行岡鍼灸専門学校、行岡整復専門学校を廃止し、近畿医療技術専門 

  学校に統合し校名を大阪行岡医療専門学校長柄校に変更 

26 年 3 月 行岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科廃止 

27 年 9 月 行岡医学技術専門学校 本庄校舎へ移転 

令和  4 年 3 月 大阪行岡医療専門学校長柄校 整復科を廃止 

現在    学校法人 行岡保健衛生学園 

   大阪行岡医療大学 医療学部 理学療法学科 

   行岡医学技術専門学校 歯科衛生科、看護第１学科 

   大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科、臨床検査科、鍼灸科 

 

2．本学の現況［令和７(2025)年 5 月 1 日現在］ 

・大学名  大阪行岡医療大学 

・所在地  大阪府茨木市 

・学 部  [医療学部] 理学療法学科 

・学生数、教員数、職員数 

学生数(休学を含む)(令和 7 年(2025)年 5 月 1 日現在) 

学部・学科 入学定員 収容定員 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

医療学部 
理学療法学科 

80 320 20 33 41 53 147 

教員数(令和 7 年(2025)年 5 月 1 日現在) 

教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

9 3 5 0 0 17 

職員数(令和 7 年(2025)年 5 月 1 日現在) 

専任職員 派遣職員 合計 

2 2 4 

専任職員の 1 名は本部職員 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的 

1-1．使命・目的及び教育研究上の目的の反映 

①学内外への周知 

②中期的な計画への反映 

③三つのポリシ－への反映 

④教育研究組織の構成との整合性 

⑤変化への対応 

（1）1-1 の自己判定 

「基準項目 1-1 を満たしている。」 

 

（2）1-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

①学内外への周知 

本学の使命・目的は学則第 1 条に「本学は、行岡保健衛生学園の建学の精神「協同」な

らびに教育理念である「適応力豊かな医療人育成」のもと、教育基本法及び学校教育法の

規定するところに従い、広い分野の知識と深く専門の学術を教授研究するとともに、医療

の専門教育を行い、医療専門職を養成し地域医療の発展に貢献することを目的とする。」と

定めており、学内外への周知としては大学ホームページやキャンパスガイドに掲載してお

り学内外への周知に努めている。 

 

資料【1-1-1】大学ホームページ（ https://www.yukioka-u.ac.jp ） 

資料【1-1-2】大阪行岡医療大学 教授会規程 

資料【1-1-a】キャンパスガイド 1-2 頁 

 

②中期的な計画への反映 

 本学の使命である「医療専門職を養成し地域医療の発展に貢献する」との事項について、

中期計画に記載のとおり、学生に対する学修支援・学生生活の支援・経済的支援といった

支援の強化を計画し、また地域貢献の充実と拡大については記載のとおり、茨木市及び大

阪府との地域連携を深め、地域医療の発展に貢献する計画である。 

 

資料【1-1-b】大阪行岡医療大学 中期的な計画 

 

③三つのポリシ-への反映 

 本学の使命・目的は学則第 1 条に定めるとおり、医療専門職業人の育成である。 

これに対し、アドミッション・ポリシーでは、「4.理学療法士をめざす動機や志望意欲を

持った人」を掲げており、また、カリキュラム・ポリシーでは「2.医療人としての基礎能力

の修得から理学療法士としての臨床能力の修得へ」と掲げている。また、ディプロマ・ポリ

シーでは、「2.1）基本的理学療法を実践するために、（中略）安全かつ効果的な治療手段な

どの基本的な知識を活用する」「2.2）基本的理学療法を実践するために、（中略）基本的な

評価および治療を安全かつ効果的に実施」と掲げている。これらのことから、本学の使命は

3 つのポリシーへ反映されている。 

https://www.yukioka-u.ac.jp/
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資料【1-1-c】大阪行岡医療大学 学則 

資料【1-1-d】3 つのポリシー(キャンパスガイド 1-2 頁)  

 

④教育研究組織の構成との整合性 

本学の使命・目的は学則第 1 条に定めるとおり、医療の専門職業人の育成である。 

それに対し、教育研究組織としては、学則第 5 条に定めるとおり「医療学部 理学療法

学科」となっており、使命・目的に合致した構成となっている。 

 

資料【1-1-e】大阪行岡医療大学 学則  

 

⑤変化への対応 

本学の使命・目的を定める学則について、従前の学則では第 2 項に「医療学部理学療

法学科は、理学療法学に関する教育・研究を行う。現代社会において、疾病や介護状況

は、多様化・複雑化しており、身体的健康維持・増進とリハビリテーション医療に携わる

理学療法士にとって、より高度で多様な医療技術を身につける必要がある。運動療法や温

熱・電気等の物理療法を行いながら機能回復を図り、身体機能低下に対応できる高い知識

と技術を持った理学療法士を養成し、地域医療の発展に貢献することを目的とする。」と

の記載があったが、具体的な標記であることから、日々進歩する医療現場の状況やそれら

に人材を輩出する教育現場での内容と齟齬が生じていることから、令和 6 年 12 月に学則

改正を行った。 

 

［基準 1の自己評価］ 

（1）成果が出ている取組み、特色ある取組み 

 将来は保健・医療・福祉に携わる理学療法士を目指して入学した学生に対し、目標確認

及び意欲の向上を１つの目的として、1 年次に「キャリアセミナー」を必修科目としてい

る。その中で、関連施設である行岡病院で医療現場を見学体験している。2 年次には外部

施設で 1 週間の「臨床体験実習」を行ない、身に着けなれればならない知識・技能・態度

を確認している。3 年次の「理学療法総合演習Ⅱ」では学内で修得した知識・技能の活用

を体験するため、行岡病院において学生がグループで患者様と接する機会を設けている。

また、3 週間の「臨床評価実習」を外部施設で行っている。4 年次には 7 週間の「臨床総

合実習」を外部施設で 2 回行っている。 

理学療法士をめざす動機や志望意欲をもって入学した学生に対して、基礎能力の修得か

ら理学療法士としての臨床能力の修得へと現場での学修を各学年に取り入れ、3 つのポリ

シーをつなげている。 

また、医師資格、理学療法士資格をもつ専任教員は行岡病院等で定期的に臨床にかかわ

って授業内容に反映させている。 

 

資料【1-1-f】シラバス 15、82、83、84、89、90 頁 

 

（2）自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

学生満足度調査結果から大学卒業後の目標は明確に持っているが、入学前には本学の教
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育理念や建学の精神についての理解が乏しい。 

 

資料【1-1-g】学生満足度調査 

 

（3）課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

 本学の建学の精神「協同」についての認知度は、学生満足度調査結果からも高いもので

はないと判断できる。入学後に知ったという学生が多い現実があるため、入学前教育から

入学後のオリエンテーションを通じて、建学の精神を伝える機会を増やしていく。また大

学ホームページ、学生募集要項、キャンパスガイドにおいても現在明示されているが、引

き続きわかり易い表現として継続していく。 

 

資料【1-1-h】学生満足度調査 

 

基準 2．内部質保証 

2-1．内部質保証の組織体制 

①内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立  

（1）2-1 の自己判定 

「基準項目 2-1 を満たしている。」 

 

（2）2-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

①内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

本学における内部質保証のための取組としては、令和 6 年 12 月に「大阪行岡医療大学

内部質保証の方針」を教授会にて決定し、「内部質保証の目的」」「内部質保証の推進に責任

を負う組織」「大学全体及び各部門における自己点検・評価」を定めている。 

「内部質保証の方針」及び「自己点検・評価委員会規程」第 1 条第 2 項に記載のとおり、

本学では自己点検・評価委員会がその責務を担っている。 

 

資料【2-1-1】内部質保証の方針 

資料【2-1-2】内部質保証のための組織図 

資料【2-1-3】大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程 

 

2-2．内部質保証のための自己点検・評価 

① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・デ-タの収集と分析 

（1）2-2 の自己判定 

「基準項目 2-2 を満たしている。」 

 

（2）2-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

「内部質保証の方針」「自己点検・評価実施規程」に基づき、教員、学科（学部）、全学

的なレベルで行っている。 

教員においては授業アンケート、学生生活においては学生満足度調査を実施し、自己点
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検および学生の要望の把握に努めている。また、大学 1 階に学生意見箱を設置、都度要

望を学生が発信できる仕組みを作っている。入学時・卒業時にもアンケートを実施し、学

生の動向や、卒業まで在籍した学生からみた大学についての調査も行っている。 

結果は学内設置の該当委員会内で検討されたのち、教授会にて報告されるとともに、庶

務連絡会を設けて教職員全体で共有を図っている。 

全学的な自己点検については、外部評価団体の審査を受審する機会を作ることにより実

施、結果を学内で共有するとともに学外にも公表している。 

 

資料【2-2-1】内部質保証の方針 

資料【2-2-2】大阪行岡医療大学 自己点検・評価実施規程 

資料【2-2-3】大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程 
資料【2-2-4】2024 年 6 月自己点検評価報告書(リハビリテーション教育評価機構) 

資料【2-2-5】大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会議事録 

資料【2-2-6】リハビリテーション教育評価機構認定通知 

資料【2-2-a】授業アンケート結果 

資料【2-2-b】学生満足度調査 

資料【2-2-c】ご意見箱への意見と回答（2024 年度） 

資料【2-2-d】入学生アンケート（2024 年 4 月実施分） 

資料【2-2-e】卒業生アンケート（2025 年 3 月実施分） 

 

② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・デ－タの収集と分析 

IR については、近年各大学では IR 室等の独立した組織を設立することがあるが、本学

の規模・人員から考え独立した組織を設置するより、データの収集・分析を目的としてい

ることから、「自己点検・評価委員会規程」第 4 条第 4 号に記載のとおり、その機能を自己

点検・評価委員会で担う方が実質的と考え、収集したデータは自己点検・評価の際に活用

するだけでなく、学校運営の方針決定にも活用できる仕組みとしている。 

 

資料【2-2-7】大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程 

 

2-3．内部質保証の機能性 

① 学生の意見・要望の把握・分析、結果の活用 

② 学外関係者の意見・要望の把握・分析、結果の活用 

③ 内部質保証のための学部、学科、研究科などと大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）2-3 の自己判定 

「基準項目 2-3 を満たしている。」 

 

（2）2-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 学生の意見・要望の把握・分析、結果の活用 

学生の意見・要望の把握については、授業においては授業アンケート、学生生活におい

ては、毎年学生委員会により学生満足度調査を実施し、要望の把握に努めている。また、

大学 1 階に学生意見箱を設置、都度要望を学生が発信できる仕組みを作っている。入学

時・卒業時にもアンケートを実施し、学生の動向や、卒業まで在籍した学生からみた大学

についての調査も行っている。 

アンケートの結果については、自己点検・評価委員会内 IR 部門で集計・分析後、教授

会にて該当委員会より報告を行い（授業アンケートは FD 委員会、学生アンケートについ
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ては学生委員会）、学内での共有を行っている。学生意見箱は定期的に事務局が確認し、

意見があった際には、学長（副学長）を通じて自己点検・評価委員会にて要望内容の確認

と方針について討議を行う。その後、回答を作成し、方針を掲示することとしている。 

 

資料【2-3-6】大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程 

資料【2-3-a】授業アンケート結果 

資料【2-3-b】学生満足度調査 

資料【2-3-c】ご意見箱への意見と回答（2024 年度） 

資料【2-3-d】入学生アンケート（2024 年 4 月実施分） 

資料【2-3-e】卒業生アンケート（2025 年 3 月実施分） 

 

② 学外関係者の意見・要望の把握・分析、結果の活用 

リハビリテーション教育評価機構・日本高等教育評価機構の定期的な審査を受けること

により、学外からの評価を受け、その結果を元に改善を図っている。 

本学では、リハビリテーション教育評価機構・日本高等教育評価機構の定期的な審査を

受審し、その結果を元に改善を図ることとしている。直近では 2024 年に一般社団法人リ

ハビリテーション教育評価機構の審査を受けている。 

 

資料【2-3-9】2024 年 6 月自己点検評価報告書(リハビリテーション教育評価機構) 

資料【2-3-10】リハビリテーション教育評価機構認定通知 

 

③ 内部質保証のための学部、学科、研究科などと大学全体の PDCAサイクルの仕組みの確

立とその機能性 

教員、学科、事務局を含めた大学レベルで、自己点検・評価を行い、PDCA サイクル

の実現につなげている。 

教員レベルでは担当科目につき、自己評価とともに、学生による授業アンケート結果に

基づく授業改善計画を作成し、次年度の授業改善を行っている。 

学科（学部）内には、13 の委員会を設置し、学修および学生生活、さらには研究活動

についての検討を行なっている。授業改善については、FD 委員会が中心となり、研修、

および授業参観の機会を作り、授業の質を上げる取り組みと他者評価の機会を設けてい

る。学生生活については、学生委員会を中心に担任による定期的な面談や、学生満足度調

査や入学生・卒業生アンケートを実施し、学生の要望・声を吸い上げる取り組みを行って

いる。さらに、教務委員会が中心となり、学生の学習が進むための授業編成や、学習の遅

れがみられる学生への補講等の計画を立案し、学修成果の改善に努めている。 

 それぞれで確認された課題は学科内、該当する各委員会、自己点検・評価委員会にて

検討ののち、必要なものは教授会にて審議され、改善方策の実行を行っている。各委員会

は、各年度で活動報告を作成し、大学レベルでは、教育実績に基づく自己点検・評価をま

とめ、定期的に外部評価を受けることで、改善を図っている。 

 

資料【2-3-1】内部質保証のための組織図および委員会組織図 
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資料【2-3-2】大阪行岡医療大学 FD 委員会規程 

資料【2-3-3】大阪行岡医療大学 学生委員会規程 

資料【2-3-4】大阪行岡医療大学 教務委員会規程 

資料【2-3-7】大阪行岡医療大学 教授会議事録 

資料【2-3-8】大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会議事録 

 

［基準 2 の自己評価］ 

（1）成果が出ている取組み、特色ある取組み 

 内部質保証のための自己点検・評価を通じて、PDCA サイクルの仕組みを取り入れるこ

とにより、改善すべき事項を検討し、次年度の授業改善や補講の計画立案などを行い、学

修成果をあげることができ、国家試験合格率の向上に寄与することができた。 

 

（2）自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

 昨年度の一般社団法人リハビリテーション教育評価機構の審査では、指定規則で指定さ

れている地域理学療法実習に関して、実施はできているものの、その内容がシラバスに正

確に反映されていないことに対して指摘を受け、再度シラバスを見直し、修正した。 

 

（3）課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

 内部質保証のための自己点検評価については、仕組み化が進められているが、長期的な

視点に立つところに至っていない問題がある。ディプロマポリシーに基づく学修成果の向

上のためにも、大学組織として一丸となり、教育の質、社会貢献に対する取り組みが必要

である。 

ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果や学生動向を継続的に調査し、学則・規程改

正の実効性と効果また問題点について、単年ごとに検証を行っていく。 

 

基準 3．学生 

3-1.学生の受入れ 

① アドミッション・ポリシーの策定と周知 

② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）3-1 の自己判定 

「基準項目 3-1 を満たしている。」 

 

（2）3-1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① アドミッション・ポリシーの策定と周知 

 本学のアドミッション・ポリシーは、教授会審議により策定されており（資料 3-1-1）、

学則第 1 条に定めた使命・目的に従い「理学療法士をめざす動機や志望意欲」を掲げてい

る。また周知においては、大学ホームページ、大学案内、キャンパスガイド、入学試験要

項に掲載しており、オープンキャンパスや進学ガイダンスでは直接的に受験生にも周知す

るように努めている。 
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〔アドミッション・ポリシー〕 

 

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針） 

1. 人に対する関心や思いやりがある人。 

2. 入学後に学ぶ学問領域に興味を持ち、自ら積極的に学ぶ姿勢・態度を有して

いる人。 

3. 学生として学業に誠実に取り組もうとする人。 

4. 理学療法士をめざす動機や志望意欲を持った人。 

5. 自己および他者の心身の健康に気を配れる人。 

6. 自身の長所を活かすことができる個性豊かな人。 

 

 

資料【3-1-1】大学ホームページ（ https://www.yukioka-u.ac.jp/entrance/ ） 

資料【3-1-2】大阪行岡医療大学 教授会規程 

資料【3-1-a】大学案内 26 頁 

資料【3-1-b】キャンパスガイド 2 頁 

資料【3-1-c】入学試験要項 3 頁 

 

② アドミッション・ポリシ-に沿った入学者受入れの実施とその検証 

令和 7(2025)年度に実施した入学者選抜試験は、総合型選抜、学校推薦型選抜（学科試

験型、小論文型）、一般選抜（学科試験型、小論文型）であり、入学者選抜試験の方法は事

務局で原案を作成し、入試委員会において審議・決定しており、アドミッション・ポリシ

ーに沿った能力を有する学生を受け入れるため、全ての入学試験日程において面接を実施

することとしている。面接では受験者に対して「理学療法士志望の動機」、「医療、社会

面への興味について」について聴取し、理学療法士を志望する動機や専門領域に対する興

味・関心の度合いについて評価している。それらに加え、「自己紹介」や面接時の「態度」

について聴取、観察することで学生の人柄や他者への関心についても評価している。 

また、総合型選抜では自己 PR シートと面接での選考であるが、自己 PR シートで高校

の学内および学外での活動で、学生自身が努力して取り組んできたことについてアピール

をしてもらう「特技・スポーツ入試」を取り入れており、6 つ目のアドミッション・ポリ

シー「自身の長所を活かすことができる個性豊かな人」の選抜に合致した選抜方法が運用

されている。 

面接内容だけでなく、受験生がアドミッション・ポリシーを認識しやすいように、受験

の際に手引きとなる入学試験要項の冒頭部分にアドミッション・ポリシーを掲げており、

理学療法士を志す学生の入学に繋がっているものと考えられる。加えて就職先のほとんど

が理学療法士として医療もしくは介護関係の施設となっていることからもアドミッショ

ン・ポリシーに沿った入学者選抜が行えているものと考えられる。 

 

資料【3-1-3】大阪行岡医療大学 入試委員会規程 

資料【3-1-d】2025 年度入試・面接実施要綱 

資料【3-1-e】入学試験要項 7-8 頁 

資料【3-1-f】2024 年度卒業生・留年生の進路状況等 

 

https://www.yukioka-u.ac.jp/entrance/
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③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 2020 年以降定員 80 名に対して定員割れの状況（表 1）であり，大学全体の重要課題と

して入試委員会と広報部門が中心になって定員充足に取り組んでいる。 

（表１） 

年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

入学者数（名） 83 79 79 55 45 34 

 

各年度において入学志望者、大学双方にとって、メリットとなる入試方法を検討し、オ

ープンキャンパスや高校訪問等の広報活動においても高校生や高校側の情報収集の方法や

ニーズに添えるよう、年度毎に広報戦略を検討し、実践している。これまでの年度の主な

取り組み、高校訪問数については表 2 の通りである 

 

 

（表 2） 

年度 主な取り組み 高校訪問数 

2020 オープンキャンパス参加型入試 39 校 

2021 入学前教育プログラムの強化 43 校 

2022 Web 出願導入 

特待生入試の導入 

入学前教育プログラムの強化 

64 校 

2023 総合型選抜方法の改変 

オープンキャンパスの充実化 

大阪高等学校との高大連携開始 

81 校 

2024 SNS での情報発信力の強化 

進学ガイダンスへの参加開始 

96 校 

2025 広報資料完成時期の早期化 

進学ガイダンスへの本格参加 

未 

 

各年度の取り組みの詳細は以下のとおりである。 

（2020 年度）  

◯オープンキャンパス参加型入試の導入 

オープンキャンパスで受講した講義内容に関連した小論文をオープンキャンパス当日に

作成してもらい、その内容と面接試験を評価して選抜するしくみ。入学志願者にとっては、

小論文の課題について講義を通してある程度の理解ができた上で小論文が作成できるため、

選抜試験に対するストレスが軽減され、質の良い小論文作成ができるメリットがある。 

（2021 年度）  

◯大学独自の入学前教育プログラム導入 

長引くコロナ禍で志望に沿わない不本意入学者や、年内入試の流行りで入学までの期間
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延長に伴う学習意欲低下等の新入生のモチベーション低下を予防することを目的に入学前

教育プログラムを強化した。これまで行ってきた基礎学力補充・強化のための業者プログ

ラム受講に加え、大学独自でも入学前教育プログラムを始動させた（コロナ感染拡大で同

年開催は中止になった）。 

（2022 年度） 

◯Web 出願の導入 

 入学希望者の出願時の負担軽減のために導入。 

◯特待生入試の導入 

入学費用の負担軽減のため導入。 

◯大学独自の入学前教育プログラムの強化 

 学習内容は、理学療法や本学開講科目に通じる内容を中心とし 12 月期より毎月 1 回の

計 4 回実施することとした。 

（2023 年度） 

◯総合型選抜の選抜方法の見直し 

 総合型選抜の選考条件から小論文試験を省き、面接と事前エントリーシートのみで選考

する方法に見直した。エントリーシートは、理学療法士になる意欲をアピールするものと、

これまでの学生生活で取り組み、積み重ねてきた活動についてアピールするものの 2 種か

ら選択して作成できるようにし、理学療法士への志望意欲のみでなく、学生の物事に対す

る本質的に姿勢を評価できるようにした。 

◯オープンキャンパスの充実 

 日程の抜本的な見直しを行い、オープンキャンパス実施回数を増やし、実施曜日につい

ても入学志願者がより参加しやすい日程とした。また教育関連会社によるオープンキャン

パスの視察、アドバイスを受け、オープンキャンパスの内容を見直した。大学生のスタッ

フが司会を務め、大学生の日常のことなど、教員よりも学生スタッフが前に出て、大学の

魅力を伝えるようにした。また理学療法についての理解や、興味を持ってもらえるように

毎回のオープンキャンパスに理学療法の体験ができる講義を取り入れた。また保護者を含

めて参加した全員が個別で進学相談ができるようにした。 

◯近隣高校との高大連携 

（2024 年度） 

◯大学のアピールポイントを明確化して情報発信する 

 本学は建学の精神である「協同」を掲げ、小規模の大学であるからこそ学生と教員の距

離が近く、また単科大学であることで同じ志のある学生が集まってくることから、学生と

教員、そして学生同士が協同して学べる環境がある。また伝統があり、多くの OB が学生

のサポートをしてくれたり、地元の方々との交流が持てる場面があったりと、OB や地域

の方々とも繋がりの中でも、学生が学び、成長できるという魅力がある。高校訪問やオー

プンキャンパスではこれらの魅力を高校の進路指導部や学生に情報提供していくことに注

力した。 

◯SNS での情報発信を強化 

 オープンキャンパスや入試情報をよりタイムリーに高校生に発信できるように SNS で

の情報提供を強化し、受験生とコンタクトしやすい環境の整備を行った。 
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（2025 年度） 

前年度は、広報資料である大学パンフレットや入試要項の完成が遅かったのに加え、ホ

ームページ改修に時間がかかったことで、上半期の情報提供が遅れてしまった。その結果、

前年度よりもオープンキャンパス参加者数が伸び悩む結果となり、受験者数減少につなが

ってしまった。今年度はその反省点より、2025 年度の広報資料、ホームぺージについて、

2025 年度 4 月期から運用を開始した。現状では 2025 年 5 月期までのオープンキャンパス

来場者は 2024 年度を上回る参加者となっている。 

 高校訪問については、以前より理学療法士の資格を有する教員が中心になって訪問し、

大学のことだけでなく理学療法士の魅力についても発信できるようにしている。高校訪問

先の選定については、指定校や在校生の出身校だけでなく、その年度に入学してくれた学

生の出身校、資料請求やオープンキャンパス等で本学にアクセスしてくれた学生の在籍校

を、データを基にして選定している。ここ数年の定員割れという状況を受け、年々訪問数

を増やすとともに 2024 年度からは高校ガイダンスへも積極的に参加して、高校の進路指

導部、高校生に本学の認知度を高める努力をしている。 

 

資料【3-1-g】高大連携事業に関する協定書 

資料【3-1-h】高校訪問報告書 

 

3-2．学修支援 

① 教員と職員の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

② TA(Teaching Assistant)の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）3-2 の自己判定 

「基準項目 3-2 を満たしている。」 

 

（2）3-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 教員と職員の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

 本学では、学生が適切な教育環境で教育を受けることを支援するため、学生に対する学

習支援体制を教員と事務局とで連携し実施している。 

 アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーが明確に

なっており、教職員一同、これらのポリシーを実現するために、学習及び授業の支援をし

ている。次のようにクラス担任制等の体制を整え、学修支援にあたっている。 

 

1）クラス担任制 

クラス担任制度を設けて、クラスごとに理学療法士である教員を含め、複数の教員を担

任として配置している。クラス担任は学期開始時に、個別面談を実施し、各々の学生生活、

学習態度及び成績等の把握に努め、学生生活や学習進行の相談指導を行っている。面談等

で得られた情報のうち、学生指導や授業運営に必要な事項に関しては、学科内で共有し活

用している。必要に応じて、学生の届け出等の窓口となっている事務職員とも情報交換す

る。これらの支援体制は、留年者や休学者についても同様である。更に退学率の抑制につ

いては、大学全体の重要課題の 1 つとして捉えており、クラス担任制度や個別面談等は、
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これらの問題を早期発見、早期解決するために、重要な役割を持っている。 

 

2）障がいのある学生への配慮 

障がい等のある学生支援に関して、学生相談室や学習支援室の利用や、必要に応じて合

理的な配慮を提供するなどのサポートもしている。 

 

資料【3-2-5】学生相談室と学習支援室ポスター 

 

3）オフィスアワー制度 

オフィスアワー制度を設け、学生、教職員に周知している。授業時間帯だけでなく、 

学生が教員を訪問しやすい昼休みや授業終了後にも設定し活用を促している。 

 

資料【3-2-4】専任教員のオフィスアワー一覧 

 

4）保護者との連携強化 

学修支援は学内の対策のみにとどまらない。学生をもっとも身近に、また親身に支 

援できるのは保護者であるとの考え方から、保護者との連携を強化している。保護者 

との連携強化の一環として毎年 5 月に保護者会を実施している。具体的には、保護者に教

育目標・教育内容等についての理解を得る機会を設定し、懇談あるいは個別面談の機会に

学習進行状況を説明している。保護者との面談は保護者会時のみではなく、希望や必要に

応じて臨機応変に対応している。  

 

5）入学前教育 

具体的な学習及び授業支援の第一歩として、入学前教育を実施している。内容は、コミ

ュニケーションの一環として自己紹介から始め、4 年間共に学ぶ仲間との関係づくりから

スタートする。そして、1 年前期で学ぶ基礎科目の学習の取り組み方を学び、学習習慣の

定着化を図る取り組みをしている。 

 

6）学修支援体制 

学修支援に関しての取り組みについて、低学年（1、2 年生）を対象としたゼミナールを

開講している。ゼミナールは基礎学力の補習をし、成績不良による留年や退学を防止する

ことを目的に実施している。また、学習支援室を開室している。学習支援室は授業に関す

る個別相談を受け付けており、「授業についていけない」「勉強の方法について」など学習

への取り組み方をアドバイスしている。そして授業内容で理解できなかった部分を個別で

対応することも支援している。さらに、学生からの質問や相談に対して、個別に、迅速に

対応するため、専任教員はメールアドレスを研究室前に公開している。 

 

資料【3-2-6】大阪行岡医療大学 教授会規程 

 

7）出席管理体制 
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科目担当教員が毎授業時に出席表等で出欠状況を確認し、15 回授業の場合、4 回欠席が

確認された時点で科目担当者から該当学生へ注意喚起の連絡をする。5 回欠席した時点で

事務から保護者に郵送にて連絡するシステムを運用している。該当学生にはクラス担任か

らの注意喚起と同時に、定期試験の受験資格、つまり履修の評価を受ける資格は、講義・

演習については実授業の 3 分の 2 以上、臨床実習については 8 割以上満たすことが義務付

けられており、大阪行岡医療大学医療学部の授業科目履修認定方法及び学習の評価・単位

認定・進級・卒業に関する規程で定められていることを確認している。また、これらを年

度当初の学生ガイダンスでも説明し、キャンパスガイドに掲載して学生に周知している。 

 

資料【3-2-a】学生出席管理フローチャート 

 

8) 学習支援委員による支援 

学習支援委員会と事務局が連携し、様々な事情により学修上の課題を抱えた学生に対す

る支援を行っている。学習支援委員会では、学習支援計画の策定及び支援計画に基づく支

援を実施している。対象となる学生は２種類となり、学力不振の問題を抱えた学生と障が

いのある学生である。 

 前者は、従来から行ってきた支援であり、具体的には支援対象の学生に対し担任を含め

複数の教員が、当該学生の状況に応基礎学習の補強、学習習慣の定着、生活習慣の定着、

レポートの書き方等の学修技術の支援、臨床実習の困りごと悩み相談を行っているもので

ある。また、学習支援室を開室しており、授業に関する個別相談を受け付けており、「授業

についていけない」「勉強の方法について」など学習への取り組み方をアドバイスしている。

また授業内容で理解できなかった部分を個別で対応することも支援している。事務局では

履修状況や授業出席状況等個々の学生の状況・課題を把握しており欠席数が一定数を超え

ると、学生や保護者に対し注意・警告を文書にて行っている。 

 後者の障害のある学生への支援に対しては、障がい者差別解消法に基づき、先行大学の

状況等も調査し、取扱いなどを検討・整備した結果、令和 6 年度より合理的配慮を必要と

する学生への対応フローや配慮申請書を教授会審議・決定し、導入することが出来た。既

に、該当学生への面談・申請を経て合理的配慮決定通知を交付し、出席できなかった授業

に関する配慮も実施している。 

 

資料【3-2-1】学修支援に関する方針・計画 

資料【3-2-2】大阪行岡医療大学 学習支援委員会規程 

資料【3-2-a】学生出席管理フローチャート 

資料【3-2-b】修学上の合理的配慮に係るフローチャート 

資料【3-2-c】修学上の合理的配慮申請書 

資料【3-2-d】修学上の合理的配慮決定通知 

 

② TA(Teaching Assistant)の活用をはじめとする学修支援の充実 

 本学は、大学院を設置していないため、TA 制度は設けていないが、学修支援を目的とし

た SA 制度については、令和 6 年 12 月 4 日開催教授会にて「大阪行岡医療大学スチュー
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デント・アシスタント実施要項」の承認を受け、実施体制の整備を行った。 

 令和 6 年度については、SA を活用した学修支援は行っていないが、今後実技科目を中

心に運用を開始していく。 

 

資料【3-2-3】大阪行岡医療大学 スチューデント・アシスタント実施要項 

 

3-3．キャリア支援 

① 教育課程におけるキャリア教育の実施 

② キャリア支援体制の整備 

（1）3-3 の自己判定 

「基準項目 3-3 を満たしている。」 

 

（2）3-3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 教育課程におけるキャリア教育の実施 

本学では 1 年次の配当科目であるキャリアセミナーを通じて、1 年生からキャリア教育

を実践している。教育方法の工夫としては、前期で福祉機器展の見学を実施している。ま

た、後期では行岡病院の半日実習を体験させ現場における理学療法士の働きをみて職業を

再認識させ、意欲向上に努めている。 

 

資料【3-3-a】シラバス 15 頁 

 

② キャリア支援体制の整備 

 求人情報は学生委員会の就職担当者が中心となり担任も随時補助する形で、学内の 4 年

生教室内の掲示板とキャリア支援室のファイル、学内のクラウドコンピューターシステム

の中の共有フォルダで提供している。就職相談は就職担当教員や最終学年次の担任があた

っている。卒業生や在校生の行った施設見学や就職試験の報告書は整理され、学生の求め

に応じてその情報を提供している。7 月の下旬にはハローワークによる就職支援講習会を

実施し、一般的な就職活動マナーの指導を受けている。オンライン就職説明会を催して合

計約 60 施設の説明を聞く機会を持っている。就職担当教員は、随時履歴書の書き方、電話

の応対、面接試験の模擬場面での練習等のサポートを行っている。 

現在まで医療、介護、福祉施設への就職希望者が大半であるが、専門学校への進学希望

者、一般企業への就職希望者に対しても就職担当者から紹介しサポートのできる教員との

相談の場を設けている。 

就職状況については国家試験に合格した就職希望者で理学療法士としての就職率は

100％である。 

 

資料【3-3-1】キャリア支援に関する方針 

資料【3-3-2】キャリア支援に関する授業科目名一覧 

資料【3-3-3】大阪行岡医療大学 学生委員会規定 

資料【3-3-4】教育課程外のキャリア支援のための講座やガイダンス一覧 
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資料【3-3-b】ハローワークによる面接セミナー資料 

資料【3-3-c】オンライン就職説明会参加施設 2024 

資料【3-3-d】2024 年度卒業生・留年生の進路状況等 

 

3-4．学生サ-ビス 

① 学生生活の安定のための支援 

（1）3-4 の自己判定 

「基準項目 3-4 を満たしている。」 

 

（2）3-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 学生生活の安定のための支援 

学生生活の安定のための支援としては1)クラス担任制・実習担当者制、2)大学事務局、

3)学生向け研修会等の開催、4)学生相談室、5)保健室、6)ハラスメント窓口、7)休学者支

援等が挙げられる。 

 

1)クラス担任制・実習担当者制 

本学では、全学年においてクラス担任制を導入している。クラス担任(専任教員)は担当

クラスの学生全員と面談を行い、精神的側面及び学業や生活全般に関して学生状況を把握

することに努めている。精神面で支援が必要な学生に対しては、学生相談室担当者とも連

携して学生支援に当たっている。 

また、1年次から4年次において学年ごとに実施される種々の実習において、実習担当

者(理学療法士の専任教員)が配置されている。実習担当者は、受け持ちの学生に対して、

実習前に全員に個別面談を行い、準備状況の確認と指導を行っている。不安を強く訴える

学生に対しては、学生相談室担当者と連携し、支援に当たっている。更に、長期の実習中

においても、実習施設を訪問し、実習先の臨床実習指導者との連携確認や学生との面談を

行い、実習がスムーズに運び、無事に終了するよう支援している。また、必要に応じて学

生相談室との連携を取りつつ適宜支援を行っている。クラス担任、実習担当者、及び、学

生相談室との連携によって、大学生活の全般においてきめ細かく学生支援を行っている。 

 

2)大学事務局 

学生課関連では、貸与奨学金や学生保険加入、通学定期の申請援助、休学・復学・退学

等の学籍異動、在学生・卒業生の各種証明書発行、救急対応、学生生活サポート、学生相

談室、保健室、ハラスメント問題窓口等の業務を行っている。経済的支援としては、奨学

金給付だけでなく、やむを得ず休学することになった学生に対する支援として、複数の条

件を満たした学生に対して救済制度を設けている。学生保険は、学生自身の傷害事故に加

えて、実習先を含む24時間の賠償事故、更に実習中の感染症にかかわる接触感染等にも

対応する医療・福祉系学生のために創られた補償制度である。保険加入によって安心して

学生生活を送ることが可能となる。 

教務課関連では、履修登録や履修相談、授業(公欠・休講・集中講義・補講等)、試験(定

期試験・レポート)、学業成績管理、学生募集・入試広報(オープンキャンパス・入試説明
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会等)、入試、非常勤講師の対応等を行っている。 

総務課関連では、学生個人ロッカー、パソコン及びネットワークの利用とサポート、学

費の納付、学内遺失物や拾得物の管理等の業務、及び、情報処理室、学生自習室、学生控

室、キャリア支援室、図書館、体育館・運動場、駐輪場・駐車場、講堂、保安室等の施設

管理を行っている。また、本学は学内全面禁煙であるため、適宜学内を見回り、学生指導

及び学内美化に努めている。その他、学生の管理・運営に関することを行っている。 

 

資料【3-4-3】キャンパスガイド 34-35 頁 

資料【3-4-4】キャンパスガイド 30 頁 

 

3)学生向け研修会等の開催 

将来、医療人となる学生を育てる本学としては、医療現場で留意すべき点を見据えた研

修会が必要となるために、個人情報保護及び人権問題、更に、臨床倫理や医療倫理に関す

るテーマで学生向け研修会を実施している。これらのテーマはいずれも、学生として、ま

た、将来医療人として働く上においても十分に心得ておかなければならない重要なテーマ

である。2024年度は「薬物について、個人情報（SNS）について」というテーで、茨木

市保健所薬事課職員、精神保健福祉チーム職員、茨木警察署生活安全課防犯保安係りに来

校していただき実施した。 

 

資料【3-4-a】研修会報告書 

 

4)学生相談室 

学生の心理的支援に関しては主として学生相談室が担っている。本学においては、学生

は他の学生の目を余り気にすることなく来談することが可能な場所に相談室を設置してい

る。相談室内は明るく、グループで来談することも可能なようにスペースをゆったりとっ

ている。また、悩みを抱えた学生が第3者へ安心して相談できるよう、カウンセリング業

務は外部の専門家が担当している。しかし、相談室の開室時間が限られているため、心理

学を専門とする専任教員が相談する時間も加えて設けている。さらに、学生から急を要す

る相談があった場合は、相談室開室時間だけでなく、クラス担任を初めとして専任教員全

員がいつでも2人態勢で相談を受けることとしている。 

 

5)保健室 

学生の心身の健康を支援する部署として、保健室を設置している。学内における急を要

する事態には大学事務職員、専任教員が直ちに対応することとしている。具体的には学内

における怪我や急病、体調不良時の救護を行い、体調不良の学生の心身の症状に応じて保

護者への連絡や学生相談室と連携をとっている。緊急の場合は近隣の医療機関等への受診

アドバイス、救急搬送の処置を行う等、救急マニュアルに基づいた対応・処置を行ってい

る。 

資料【3-4-b】緊急対応マニュアル2025、保健室使用マニュアル2025 
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6)ハラスメント窓口 

本学ではハラスメントの防止に取り組んでいる。本学の学生・教職員全てがお互いの人

権を尊重し、信頼できる人間関係を築き、快適な教育・研究・就労環境を築くために、ハ

ラスメント防止ガイドラインを定めている。ハラスメントの窓口は専任教員と大学事務職

員であり、窓口担当者のメールアドレスが学内掲示板にて周知されており、いつでも相談

できる体制を整えている。以上についてはハラスメント委員会の教員が前期オリエンテー

ション時に学生に説明を行っている。ハラスメント問題は学内に限らず、実習先でのハラ

スメントも含め、学生が安定して大学生活を継続できるために、学内外のハラスメント防

止・解決に向けて、相談、調査、調停を実施している。 

 

資料【3-4-c】大阪行岡医療大学 ハラスメント防止対策委員会規程 

 

7)休学者支援 

本学では、平成30年度より、諸般の事情によりやむなく休学することになった学生を

支援するために、学業への意欲、その他、複数の条件を満たした学生を対象として、本学

独自の休学時授業料返還等に関する支援を行岡病院との連携を図って行っている。このこ

とにより、休学中も入学当初の初心を忘れることなく復学へのモチベーションを高めるこ

とができることに寄与している。 

 

資料【3-4-1】学生生活支援に関する方針・計画 

資料【3-4-2】大阪行岡医療大学 学生委員会規程 

資料【3-4-d】休学中の学生に対する学費返還制度について 

 

3-5．学修環境の整備 

① 校地、校舎などの学修環境の整備と適切な管理運営 

② 図書館の有効活用 

③ 施設・設備の安全性・利便性 

（1）3-5 の自己判定 

「基準項目 3-5 を満たしている。」 

 

（2）3-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 校地、校舎などの学修環境の整備と適切な管理運営 

本学は茨木市総持寺キャンパスの講義棟及び研究棟、講堂棟からなる。講義棟は教

室での座学講義で使用している。研究棟は研究室と実技をともなう授業で使用する

実習室からなる。講堂は入学式や卒業式等の式典等で主に使用している。また、講義

棟 6 階には体育館があり、校舎の外にはグラウンドを有している。 

 

1）校地・校舎 

校地面積、校舎面積はデータ編の共通基礎に記載の通りであり、いずれも大学設置

基準上の面積を満たしている。キャンパスは月曜～土曜日まで午前 8 時 30 分から午
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後 7 時 30 分まで自由に利用できる。 

 

資料【3-5-5】耐震改修状況等調査票 

 

2）教室等 

教室等については、データ編の共通基礎に記載の通りである。 

授業に対しては、講義棟に 1 学年全体（定員 80 人）が収容可能な教室が 8 室、ゼ

ミ等の少人数で使用する演習室が 3 室あり、同時間帯での全学年の講義には十分対

応可能である。講義棟の教室や演習室は、学生の自主的な学習等にも多用されている。

実習室は研究棟の 1 階に身体機能実験室、基礎医学実験室、日常生活活動実習室、水

治療法実習室があり、研究棟の 2 階に治療・評価実習室、機能訓練室、義肢装具実習

室がある。実技、実演を効果的に取り入れる必要がある講義、演習は、各種実習室で

1 学年を 2 クラスに分けて実施しており、1 クラス(40 人）に必要な設備は整ってい

る。治療・評価実習室、機能訓練室の実習室については正課の授業で使用するのみな

らず、学生の自主的なグル－プ学習等にも多用されている。 

また、実習室については理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に定められ

た実習機器、用具を完備している。教育・研究用機器、器具等についても学部教育に

必要な設備が整っている。身体機能実習室に設置されている 3 次元動作解析装置、筋

電図、等速性筋力測定器、心電図等は、「臨床運動学演習」、「生理学実習」「理学療法

学研究」などの授業を中心に積極的に活用している。 

 

3）研究室 

教員研究室については、データ編の共通基礎に記載の通りである。 

教授、准教授用の個室が 18 室、講師、助教用の共同研究室が 2 室ある。個人研究

室は研究棟に配置されているため静穏な研究環境が確保できている。また、教員の研

究室は 2、3 階にあり、学生にも入りやすい環境にしており、質問等が行いやすいよ

うにしている。ほかにも研究棟の 2、3 階に共同研究室が 2 部屋あり、学生との面談

スペ－スを設けており、教員と学生のコミュニケ－ションが図れる環境が整えられ

ている。 

 

4）設備 

すべての教室にはプロジェクターによる映像機器や音響設備が整備されている。

「402 教室」は 100 人以上が収容可能な教室であるため、映像を見やすくするため、

スクリーンを教室前方の左右に 2 か所に整備している。また、各実習室には理学療法

士作業療法士学校養成施設指定規則に定められた設備、備品を完備している。 

 

5）情報処理室 

学生は情報処理室のコンピュータ―端末(46 台)を月曜～土曜日まで午前 9 時から

午後 7 時 30 分まで自由に利用できる。また、時間外校舎願を申請し、受理されれば

午後 9 時まで利用できる。 
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6）自習室（ふくろう部屋） 

自習室は 49 台机が整備されており、月曜～土曜日まで午前 9 時から午後 7 時 30

分まで自由に利用できる。自習室も時間外校舎願を申請すれば午後 9 時まで利用で

きる。 

 

7）運動施設 

運動施設として体育館、グラウンドを設置している。体育館は講義棟の 6 階に設置

されているため、講義のない月曜～土曜日の午後 6 時から午後 7 時 30 分までは学生

課に申請すれば自由に利用できる。講義の開講されていない夏季休暇時等は、月曜～

土曜日まで午前 9 時から午後 7 時 30 分まで自由に利用できる。また、教育課程では

1 年次の後期に開講されている「健康スポーツ科学」にて体育館を使用している。学

生のサークル等の課外活動においても体育館、グラウンドを利用している。 

 

8）その他 

学生には講義棟の 5 階に男子更衣室と女子更衣室を準備しており、更衣室内に個

人ロッカーを全員に供与している。学生ラウンジは 1 階の研究棟と講義棟の間に設

置されている。また、学生全員にメールアドレスを供与しており、授業課題の提出や

連絡手段等に利用している。 

学内情報ネットワークについては、講義棟の 3、4、5 階で無線 LAN 環境の整備を

している。授業時にタブレットを貸し出し、授業のスライドをタブレットで確認でき

るようにしている。また、タブレットには 3 次元的な視点で学習することが可能な解

剖学のアプリが入っており、授業だけではなく、自己学習時にもタブレットを貸し出

し使用している。 

 

資料【3-5-1】学校法人行岡保健衛生学園 固定資産管理規程 

 

② 図書館の有効活用 

 図書館は、講義棟の 1 階に設置しており、蔵書 16,126 冊、学術雑誌 35 種、電子

書籍 270 冊、電子ジャ－ナル 2 種、視聴覚資料 320 点、二次利用データーベース 2

種を所蔵している。館内は検索、閲覧、複写が効率的且つ快適に行えるように図書・

備品が配備されている。閲覧座席数は 51 席で、書庫の収容能力は約 40,000 冊であ

る。また、コンピュータ―端末を 5 台整備しており、2 台は図書の蔵書検索に利用で

き、残りの 3 台はネットワークにアクセスできる環境が整っている。複写に関して

は、学生一般利用のためコピー機 1 台、数人程度で使用できる共同研究・学習用の長

机が 6 台、視聴覚資料閲覧のためのＡＶ(音響・映像機器)ブースが 2 席設置されてい

る。 

開館時間は月曜～土曜日まで午前 9 時から午後 7 時 30 分まで自由に利用できる。

年間開館日数は 236 日で、利用者数は一日平均 8 人、年間総利用者数は 1788 人であ

った(令和 6 年 4 月～7 年 2 月）。電子ジャ－ナルと二次利用データーベースは学内ネ
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ットワ－クを経由して全教職員、全学生が利用できる。館外貸出は、学生 5 冊まで

(期限 2 週間）、教員 10 冊まで(期限 4 週間)となっている。 

図書の新規購入については、教職員の推薦と学生の要望をもとに行われている。本

学図書館は、図書委員長及び図書委員 1 人、図書館職員 1 人によって管理され、運

営は図書委員会によって行われている。 

新入生への図書館オリエンテーションは、4 月入学時期にクラス単位で教職員が館

内を案内するツアー形式で行い、授業開始に伴う学生の積極的図書館利用を促して

いる。 

学外図書館間相互貸借サービスも行っており、11 件の利用があった。 

 

資料【3-5-3】大阪行岡医療大学 図書委員会規程 

資料【3-5-4】大阪行岡医療大学 図書館利用規則 

資料【3-5-a】学生満足度調査 

 

③ 施設・設備の安全性・利便性 

玄関を1階と2階の2か所に配備しており、1階の玄関はバリアフリーに対応している。

また、校舎内にはスロープや手すりが整備されている。エレベーターは2基あり、そのう

ちの1基は車いすを利用される方でも問題なく使用できるようにエレベーター内に鏡が設

置されている。また、車いす等でも使用できるトイレは講義棟の1階に1箇所配備されて

いる。 

2階、3階の研究棟と講義棟を結んでいる渡り廊下のドアに僅かな段差(2㎝)が存在して

いるので、車いす等での移動は介助が必要な場合がある。その他、講義棟と研究棟はとも

にバリアフリーである。また、建物や設備の安全性に関しては、平成3年の建設時には新

耐震基準に対応した校舎となっており、建物全体の安全性を確保している。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

（1）成果が出ている取組み、特色ある取組み 

 本学は小規模大学である特性を活かし、学生個々に様々な対応ができる体制を充実させ

ている。特にクラス担任制はじめ、2024 年度からは学生相談室、学習支援室の体制整備を

刷新した。その結果、2024 年度学生満足度調査の「学生生活で困ったときに相談できる体

制が整っている」という質問に対して、約 6 割が「とても当てはまる、当てはまる」と回

答しており、2023 年度は「とても当てはまる、当てはまる」と回答したのは約 1 割であ

り、大幅な改善が認められている。「教員は学習支援や学生生活について親身になって考え

てくれる」という質問に対しても 2023 年度は約 6 割が「とても当てはまる、当てはまる」

と回答しており、2024 年度は約 7 割が「とても当てはまる、当てはまる」と回答し、1 割

の向上を認めている。学生を取り巻く背景が複雑化してきた近年、学生個々にどう対応し

ていくかを明確にして実績をつくっていくことが小規模大学の強みであるため、さらにこ

の体制を充実させていく。 

 

資料【3-5-a】学生満足度調査 
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（2）自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

 2023 年、2024 年度の学生満足度調査より、キャリア支援室を「全く利用していない」

という回答が約 7～8 割であり、キャリア支援室利用の促進が課題である。また本学は学

内販売店、食堂が無いため、これも学生満足度調査より、設置を望む回答が約 7 割であり、

学生サービスとして不足している部分である。 

 

資料【3-5-a】学生満足度調査  

 

（3）課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

 キャリア支援室の利用促進に関しては、1 点は設置場所の案内掲示を分かりやすくする

ことである。2 点目は、低学年からキャリアに関する意識を高め、卒業までに希望の進路

先を決定するプロセスの周知を徹底する。その核となる情報源がキャリア支援室にあるこ

とを各学年で啓蒙し、利用の促進を図る。 

 学内販売店や食堂に関しては、小規模大学であるが故に食堂業者の設置が難しく、現在

まではキッチンカーなどを呼び込み対応していた。しかし、学生からは値段が高いためキ

ッチンカーでの食事は食堂設置の代わりを成していないとの声があがっている。割安な弁

当販売店に出張販売を依頼することを進めていく。 

 

資料【3-5-a】学生満足度調査 

 

基準 4．教育課程 

4-1． 単位認定、卒業認定、修了認定 

① ディプロマ・ポリシ-の策定と周知  

② ディプロマ・ポリシ-を踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基

準などの策定と周知、厳正な適用 

（1）4-1 の自己判定 

「基準項目 4-1 を満たしている。」 

 

（2）4-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① ディプロマ・ポリシ-の策定と周知  

本学のディプロマ・ポリシーは、教授会審議により策定されており、学則第 1 条に定め

た使命・目的に従い「理学療法士としての柔軟な対応」「理学療法を実践するために、基本

的知識」と掲げており、学内外への周知としては大学ホームページや大学案内、キャンパ

スガイド及び入学試験要項に掲載しており、オープンキャンパスや進学相談会、高校訪問

等を様々な機会を通じ周知に努めている。 

 

〔ディプロマ・ポリシー〕 

 

ディプロマポリシー（学位授与の方針） 
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教育理念・教育目標を達成すべく、以下のような能力を身につけ学士（理学療法

学）の学位を授与するものとする。 

1.社会の理解とコミュニケーション能力 

1)めまぐるしく変化する現代社会や疾病構造の変化への理解に努め、理学療法士とし

ての柔軟な対応を思考できる力。 

 2)対象者・家族はもとより協同する多職種の仲間を含めて、性別や年齢、障害の程

度、文化などを鑑みて円滑な人間関係を構築する基本能力と強調する力。 

2.高い専門知識と技術力 

1)基本的理学療法を実践するために、人体の構造や機能、疾患や障害の理解、検査法

と検査値の解釈、安全かつ効果的な治療手段などの基本的知識を活用する。 

 2)基本的理学療法を実践するために、治療目標や基本的なプログラムを立案する思考

力を身につけ、基本的な評価および治療を安全かつ効果的に実施することができ

る。 

3.学問・臨床研究への探究心および正しい倫理観 

1)卒業後も研究活動を行う探求心を継続して養うことができる。 

2)高い倫理観を持ち、医療・健康に従事する者としての態度を身につける。 

 

資料【4-1-1】大学ホームページ( https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/ ) 

資料【4-1-2】大阪行岡医療大学 教授会規程 

資料【4-1-3】キャンパスガイド 1 頁 

資料【4-1-a】大学案内 26 頁 

資料【4-1-b】入学試験要項 3 頁 

 

② ディプロマ・ポリシ－を踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定

基準などの策定と周知、厳正な適用 

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、卒業認定基準を策定し「シラバス」「キ

ャンパスガイド」で公表している。なお、本学は大学院を設置していないので、修了基準

は設けていない。また、進級基準については、令和 6 年度履修規程改正に伴い留年制を廃

止ししたため、現在は設けていない。 

〔単位認定基準〕 

シラバスには授業科目ごとの「成績評価」欄に評価方法を明記し、また、学修の評価は

キャンパスガイドにおいて周知している。A(100～90 点)、B(89～80 点)、C(79～70 点)、

D(69～60 点)、E(59～50 点)、F(49～0 点)とし、A・B・C・D を合格としている。 

また、本学では「履修規程」第 14 条により成績評価（GP(Grade Point)）も定めており

学生の学修意欲を高めるとともに、教員による適切な学修指導に役立てている。 

〔卒業認定基準〕 

 卒業認定基準は学則第 35 条に「本学に 4 年以上在学し、授業科目を履修し卒業に必要

な単位を修得した修得した者」と定めている。教育課程については、カリキュラム・ポリ

シーに基づき設定され、各授業科目はディプロマ・ポリシーを踏まえている。したがって、

本学の卒業認定がディプロマ・ポリシーに基づいて行われていると言える。 

  

資料【4-1-4】大阪行岡医療大学 学則 

資料【4-1-5】大阪行岡医療大学 履修規程 

https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/
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資料【4-1-6】大阪行岡医療大学 教授会規程 

資料【4-1-c】シラバス 6 頁 

資料【4-1-d】キャンパスガイド 16 頁 

資料【4-1-e】カリキュラム・ポリシー 

資料【4-1-f】ディプロマ・ポリシー 

 

4-2．教育課程及び教授方法 

① カリキュラム・ポリシ－の策定と周知 

② カリキュラム・ポリシ－とディプロマ・ポリシ－との一貫性 

③ カリキュラム・ポリシ－に沿った教育課程の体系的編成 

④ 教養教育の実施 

⑤ 教授方法の工夫と効果的な実施 

（1）4-2 の自己判定 

「基準項目 4-2 を満たしている。」 

 

（2）4-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

①  カリキュラム・ポリシ-の策定と周知 

本学のカリキュラム・ポリシーは、教授会審議により策定されており、学則第 1 条に定

めた使命・目的に従い「地域医療の発展に貢献できる社会人として必要な知識・技能を修

得」を掲げており、学内外への周知としては大学ホームページや大学案内、キャンパスガ

イド及び入学試験要項に掲載しており、オープンキャンパスや進学相談会、高校訪問等を

様々な機会を通じ周知に努めている。 

 

〔カリキュラム・ポリシー〕 

 

カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方法） 

 

 本学では、ディプロマポリシー（学位授与の方針）に基づき、現代社会の問題に立

ち向かい地域医療の発展に貢献できる社会人として必要な知識・技能を修得するため 

「教養教育科目」「専門基礎科目」「専門科目」の科目群から、次のような方針に従

い教育課程を編成し、実施する。 

1.「教養教育科目」では適応力豊かな人材育成のため、コミュニケーション能力や社会 

情勢など、幅広い教養の修得を目的とした科目を置く 

2.「専門教育科目」では、医療人としての基礎能力の修得から理学療法士としての臨床 

能力の修得へと、段階的につながる科目を置く 

3.「専門科目」では、確かな知識と技術を身につけ、向学心や探究心を高めるため、演

習や実習などの医療現場にも役立つ実践的かつ能動的な学習形態の科目を置く。 

 

 

資料【4-2-1】大学ホームページ( https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/ ) 

資料【4-2-2】大阪行岡医療大学 教授会規程 

資料【4-2-3】大学案内 26 頁 

資料【4-2-4】キャンパスガイド 2 頁 

https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/
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資料【4-2-5】入学試験要項 3 頁 

 

② カリキュラム・ポリシ-とディプロマ・ポリシ－との一貫性 

本学におけるカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性は、ディプロ

マ・ポリシーにおける「社会の理解」「コミュニケーション能力の獲得」「専門知識の獲得」

「専門技術の獲得」「探求心及び倫理観の育成」に関連する科目を配当している。「社会の

理解」に関連する科目として「教育学」「臨床教育学」や「法学」など、「コミュニケーシ

ョン能力の獲得」に関連する科目として「心理学」「人間関係学」「英語コミュニケーショ

ンⅠ・Ⅱ」、「キャリアセミナー」など、「専門知識の獲得」に関連する科目として「運動器

系解剖学」や「運動学」、「専門技術の獲得」に関連する科目として「解剖学実習」や「生

理学実習」、「探求心及び倫理観の育成」に関連する科目として「理学療法研究」や「総括

セミナーⅠ・Ⅱ」などの科目が該当する。 

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性を学生へ周知するために、

シラバスには「カリキュラムマップ～授業科目とディプロマ・ポリシーとの関連性～」を

掲載している。 

 

資料【4-2-6】カリキュラムマップ(シラバス 92-93 頁) 

 

③ カリキュラム・ポリシ－に沿った教育課程の体系的編成 

カリキュラム・ポリシーでは、『「教養教育科目」「専門基礎科目」「専門科目」の科

目群から、次のような方針に従い教育課程を編成し、実施する。』となっており、履修規

程中の「教育課程の概要」からもその体系的な編成はわかる。 

 

〔教育課程の概要〕 

科目区分 内 容 

教養教育科目 「心と身体の理解」「コミュニケーションと情報の理解」「科学と

社会環境の理解」の区分を設け科目を配置 

専門基礎科目 「人体の構造と機能」「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促

進」「保健医療とリハビリテーション」の区分を設け科目を配置 

専門科目 「基礎理学療法」「障害の評価」「理学療法各論」「臨床実習」の

区分を設け科目を配置 

 

また、本学は理学療法士の育成を行っていることから、カリキュラムには「理学療法士

作業療法士学校養成施設指定規則（文部科学省・厚生労働省令）」に基づく教育内容・単

位数を満たしたうえでのカリキュラム編成となっている。学生への理解に向けシラバスも

毎年改変している。 

 

資料【4-2-a】カリキュラム・ポリシー 

資料【4-2-7】大阪行岡医療大学 履修規程 

資料【4-2-8】大阪行岡医療大学 教務委員会規程 
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資料【4-2-9】シラバス作成依頼メール 

 

④ 教養教育の実施 

教養教育科目では、「心と身体の理解」に関連する科目、「コミュニケーションと情報の

理解」に関連する科目、「科学と社会環境の理解」に関連する科目に分類し、必修および選

択科目を通じて科目を配当している。「健康スポーツ科学」や「心の健康と運動」などの科

目において「心と身体の理解」の教養を高め、「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」、「キャリ

アセミナー」などの科目において「コミュニケーションと情報の理解」の教養を高め、「社

会福祉学」や「公衆衛生学」などの科目において「科学と社会環境の理解」の教養を高め

ている。また、教養教育科目を通じてコミュニケーション能力を高め、社会人・医療人と

して必要な言動および行動についての教養を養っている。 

 

資料【4-2-10】大阪行岡医療大学 教務委員会規程 

資料【4-2-b】シラバス 4 頁 

 

⑤ 教授方法の工夫と効果的な実施 

 教育方法の工夫・実施については、座学で教科書を主体とした授業展開だけでなく多角

的に実施している。いくつかの科目の事例を記載する。 

 

・キャリアセミナー 

キャリアセミナーは、1 年生を対象とした通年科目である。教育方法の工夫としては、

前期で福祉機器展の見学を実施している。また、後期では行岡病院の半日実習を体験させ

現場における理学療法士の働きをみて職業を再認識させ、意欲向上に努めている。 

 

〔福祉機器展の見学〕 

 

 

・理学療法学総合演習Ⅱ 

理学療法学総合演習Ⅱは 3 年生後期を対象とした半期科目である。理学療法学総合演習

Ⅱでは各障害における理学療法の知識および技術、治療プログラムの立案する能力の向上
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を目的として座学を 11 コマ設けている。座学においても１コマあたり分野・領域に絞る

のではなく、整形外科疾患の大腿骨転子部骨折の病態理解と評価、変形膝関節症の疼痛評

価などから中枢神経障害の片麻痺や小脳失調の評価、神経難病まで幅広く実施している。

講義の内容においても臨床推論の向上を目的として、グループディスカッションなどアク

ティブラーニングの要素を取り入れている。 

また、後半には行岡病院での半日実習を体験させ、半日実習の体験後には感想文、臨床

現場における理学療法士の働き（記載方法は SOAP）を課題とし計 15 コマとしている。 

 

〔行岡病院での半日実習風景〕 

 

 

・医学英語・英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ 

1 年生と 2 年生には、アクティブラーニングの一環として英語と日本語を織り交ぜなが

ら学生に劇を発表させ英語を身近に感じてもらえるように取り組んでいる。また、2 年生

は健康と医療について英語でプレゼンテーションを実施するように取り組んでいる。聴講

している学生にも内容の理解を促すために学生のプレゼンテーションを聴講している学生

に評価してもらうように実施している。 

 

4-3．学修成果の把握・評価 

① 三つのポリシ-を踏まえた学修成果の把握・評価方法の確立とその運用 

② 教育内容・方法及び学修指導などの改善へ向けての学修成果の把握・評価結果のフィ

-ドバック 

（1）4-3 の自己判定 

「基準項目 4-3 を満たしている。」 

 

（2）4-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 三つのポリシ－を踏まえた学修成果の把握・評価方法の確立とその運用 

学修成果は、各科目において中間試験および期末試験、レポート課題等を実施し、評定

をしている。試験の点数、判定、GPA（グレードポイントアベレージ）を採用している。

評価方法は 100 点～90 点を A 判定および GP4.3、89 点～80 点を B 判定および GP4、79

点～70 点を C 判定および GP3、69 点～60 点を D 判定および GP2、59 点～50 点を E 判

定および GP1、49 点～0 点を F 判定および GP0 として評価している。 

各科目の評定は教務委員会で資料を作成し、教授会に報告されている。本学では、GPA

の結果を理学療法研究におけるゼミ担当教員の配置や卒業式における各種の表彰などに活

用している。 
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資料【4-3-4】大阪行岡医療大学 教務委員会規程 

資料【4-3-a】大阪行岡医療大学 定期試験・成績一覧表 

 

② 教育内容・方法及び学修指導などの改善へ向けての学修成果の把握・評価結果のフィ

－ドバック 

学生には各学期末に各科目の点数・判定・GPA を記載した成績通知書を配布している。

また、成績通知書は学生の保護者にも送付している。学生面談においても成績状況を踏ま

えて学習方法を指導している。 

 

資料【4-3-1】大阪行岡医療大学 国家試験合格率推移 

資料【4-3-b】大阪行岡医療大学 定期試験・成績通知書 

 

［基準 4 の自己評価］ 

（1）成果が出ている取組み、特色ある取組み 

 中間試験の実施科目を増やすことや再試験対象者に対して補講を実施することで学力向

上および単位取得の促進、不合格者数の減少につながる取り組みを実施している。 

国家試験対策の必修科目である 4 年「総括セミナーⅠ・Ⅱ」の取り組みとして、理学療

法士国家試験過去問を改変した中間試験および期末試験を実施することで、専門用語の理

解や各選択肢の正誤の根拠の理解を指導している。全体の取り組みに加えて、国家試験模

擬試験成績に応じた課題を課している。その他、個別面談を実施して勉強方法の指導や口

頭試問を実施することで学生の理解度を高める工夫を実践している。 

 本学の国家試験合格率（新卒）が 2023 年度 90.9%から 2024 年度 100%に改善し、成果

が出たと考えている。 

 退学に至った学生の試験結果の特徴を見出し、ゼミでの学習支援内容を検討できている。 

 

資料【4-3-2】大阪行岡医療大学 国家試験合格率推移 

資料【4-3-5】退学者と卒業生の試験点数分析 

資料【4-3-6】授業アンケート分野別分析 
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〔総括セミナーⅠ・Ⅱの個別面談および口頭試問風景〕 

 

 

（2）自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

課題は、昨年度の 4 年総括セミナーⅠ・Ⅱの不合格者が 5 人おり合格水準に到達しない

学生が一定割合いることである。 

 

（3）課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

今後の取り組みとして、今年度から国家試験模擬試験を実施した日に解答解説資料を配

布して、復習する時間を設けている。模擬試験の間違えた問題や理解が不十分であった問

題を試験後、すぐに復習する機会を設けることで学生の理解度を高める取り組みを実践し

ている。 

１年生から国家試験を意識して学習をすること、多くの学生が苦手とする基礎医学科目

を克服するために、ゼミとして国家試験対策の実施を始めている。また、中間試験を取り

入れ学習の効率化に取り組んでいる。 

 

資料【4-3-7】教務委員会議事録 

資料【4-3-8】学習支援委員会議事録 

 

基準 5．教員・職員 

5-1．教育研究活動のための管理運営の機能性 

① 学長の適切なリ－ダ－シップの確立・発揮 

② 権限の適切な分散と責任の明確化 

③ 職員の配置と役割の明確化 

（1）5-1 の自己判定 

「基準項目 5-1 を満たしている。」 

 

（2）5-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 学長の適切なリ－ダ－シップの確立・発揮 
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学長は学長候補者選考規程に基づき選考をしており、理事会の承認の上、理事長からの

任命となる。選任された学長は、大学での教育・研究に関しての最高責任者として教職員

全体を総括しており、学内において教学マネジメントを行い、教育課程の正課教育及び正

課外教育等に関して適切なリーダーシップを確立している。 

 さらに学長の役割は教授会を総括し、学内のカリキュラム編成やシラバスの作成等につ

いて適切な判断を行っている。 

 なお、学生の退学や休学の扱いについては、教授会における学生委員会からの報告を受

けた上、最終的な決定を行っている。退学者については、その決定に至るまでの経緯を担

任等から報告に基づいて判断しており、教員と学生の間の関わり方を通して、できるだけ

退学者を出さないように、大学としての出来得る対応を進めている。 

 

資料【5-1-1】大阪行岡医療大学 組織図 

資料【5-1-2】大阪行岡医療大学 教授会規程 

 

② 権限の適切な分散と責任の明確化 

学内に委員会を設置し、学長のリーダーシップのもと、それぞれの委員会の運営を行っ

ている。その委員会では以下に記載のとおり、学生教育に係る様々な課題を検討・審議し

た結果を、教授会（1 ヶ月に 1 回の開催）に諮り、教授会ではこれらの事案について審議

を行い、その結果を学長に諮り、学長の判断によって決定する、といった体制を整えてお

り、権限の適切な分散及び責任の明確化を図っている。 

学内の主な委員会における主要な検討事項は次のとおりである。 

(1)教務委員会  

・教育課程及び科目編成の検討 

・授業科目の履修に関する事項 

・科目履修生に関する事項 等 

 学生の履修に関しては慎重にその取扱いを行っている。 

(2)学生委員会 

・学生の学籍に関しての事項（退学、留年等） 

・学生の就職支援に関する事項 

・学生の生活指導に関する事項 等 

学籍に関しては退学・留年・休学などについての検討を行う。退学に関しては、一人で

も退学者を少なくすることに重点を置き、出来る限り卒業まで在学するような指導を行っ

ている。 

(3)企画委員会 

・学内の研修会や講座の検討、企画に関する事項 

・地域社会に向けた生涯教育の開催等に関する事項 

・学生確保のための戦略的な広報活動に関する事項 等 

特に茨木市との連携を強化しており、現在では健康プロジェクトの一環として、「創作ダ

ンス ズンバ」の講座を本学体育館で週 1 回定期的に開催しており、地域の住民の健康保

持のための活動を推進している。 
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また、茨木市とのプラットフォーム会議にも出席し、茨木市及び地域の大学との連携を

図っている。 

(4)臨床実習委員会 

・臨床実習計画及び臨床実習施設確保に関する事項 

・臨床実習教育の目的や目標などに関する事項 

・臨床実習における事故対策に関する事項 等 

臨床実習計画の段階で、実習先との打ち合わせを通して、学生の臨床実習における支障

がないような計画を立てている。 

(5)入試委員会 

・入学者選抜に関する事項及び実施計画案 

・入学試験実施要綱に関する事項 等 

入学者選抜については、アドミッション・ポリシーを基本にした上、入学試験に関する

実施要綱（日程、科目など）の検討と立案を行う。 

(6)FD 委員会 

・FD 研修会の企画・立案に関する事項 

・教員の授業改善や見直しに関する事項 

・学生の授業評価の実施運営に関する事項 等 

教員の質的向上を図ることを目的とし、授業内容の評価及び改善についての検討を行い、

学生にとってより質の高い授業を目指すことを目標とする。 

(7)図書委員会 

・図書館の運営、管理、サービスなどに関する事項 

・適切な図書選定に関する事項 等 

学生の学習内容をより充実させるための必要な図書の検討を行う。 

(8)倫理委員会 

・研究実施計画に関する倫理的観点からの審査 

・研究等の対象となる人権の擁護 

研究を行う際に、個人の尊厳や人権尊重などの倫理的配慮がなされているかの審査を行

う。 

 

資料【5-1-3】大阪行岡医療大学 学長の職務権限に関する規程 

資料【5-1-4】大阪行岡医療大学 教授会規程 

資料【5-1-5】大阪行岡医療大学 教授会開催日時・議題一覧 

資料【5-1-6】大阪行岡医療大学 学生懲戒規程 

資料【5-1-a】大阪行岡医療大学 教務委員会規程 

資料【5-1-b】大阪行岡医療大学 学生委員会規程 

資料【5-1-c】大阪行岡医療大学 企画委員会規程 

資料【5-1-d】大阪行岡医療大学 臨床実習委員会規程 

資料【5-1-e】大阪行岡医療大学 入試委員会規程 

資料【5-1-f】大阪行岡医療大学 FD 委員会規程 

資料【5-1-g】大阪行岡医療大学 図書委員会規程 
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資料【5-1-h】大阪行岡医療大学 倫理委員会規程   

 

③ 職員の配置と役割の明確化 

 大学事務局においては、令和 7 年 5 月 1 日現在、職員を 4 人配置し(うち 1 人は本部職

員)、6 月に新たに図書館司書を 1 人採用して、5 人が連携して事務局内での業務を行って

いる。業務内容は主として次のとおりである。 

・学内の儀式その他諸行事に関する事項 

・教育研究に関わる各種補助金の申請に関する事項 

・学生の証明書等の発行に関する事項 

・学業成績簿の作成及び管理に関する事項 

また、事務職員の他に、学生の安全確保を目的として、登下校時に保安要員を 1 名配置

している。 

 

資料【5-1-7】学園 組織図 

資料【5-1-8】学校法人行岡保健衛生学園 事務分掌規程 

資料【5-1-9】学校法人行岡保健衛生学園 教職員任免規程 

 

5-2．教員の配置 

① 教育研究上の目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任などによる教員の確保と配

置 

（1）5-2 の自己判定 

「基準項目 5-2 を満たしている。」 

 

（2）5-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 教育研究上の目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任などによる教員の確保と配

置 

 理学療法士の育成に必要な教育を行うために、専任教員として理学療法士を中心に採用

し、その他に医師の有資格者の配置も行っている。教員の採用や昇格については、教員選

考委員会において審議の上、教授会における審議を経て決定される。 

 教員の確保については、令和 6 年度は規定数 21 名に対し、21 名の在籍であった。  

 （内訳）教授 12 名、講師 6 名、助教 3 名、合計 21 名 

この中で、以下の教員の退職等により、教員数の減少となった。 

（内訳）教授 3 名、講師 3 名、助教 1 名、合計 7 名 

その後、令和 7 年 4 月に講師 3 名を採用し、現在では教員数 17 名で運用している。 

（内訳）教授 9 名、准教授 3 名、講師 5 名、合計 17 名（昇格等を含む） 

 但し、教員の確保については、公募及び紹介等を通して確保に努めており、その他に現

在名誉教授として 2 名の医師が授業を担当しており、学生教育上の支障を生じないように

配慮している。 

 

資料【5-2-1】大阪行岡医療大学 教職員任免規程 

資料【5-2-2】大阪行岡医療大学 教員選考規程 

 

5-3． 教員・職員の研修・職能開発 



大阪行岡医療大学 

34 

① FD をはじめとする教育内容・方法などの改善の工夫・開発と効果的な実施 

② SD をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取組み 

（1）5-3 の自己判定 

「基準項目 5-3 を満たしている。」 

 

（2）5-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① FD をはじめとする教育内容・方法などの改善の工夫・開発と効果的な実施 

 FD 委員会において教育研修規程を設け、教員の教育研修の計画及び実施を行っている。 

 その 1 つとして教員の授業参観を前期及び後期に実施している。教員が互いに授業を見

学することで、自らの授業方法・内容の改善とさらなる授業力の向上を目指している。 

 また、研修会を開催し、教授法や教材の知見(2023 年)、学生との接し方(2023 年)、内部

質保証の実質化について(2024 年)新たな気づきを得ている。 

 授業アンケートは前期及び後期終了後に集計・分析を行い、科目担当者への伝達し、改

善報告書の提出をもとめ、教育内容や方法の改善に努めている。分析結果は学修支援委員

会や教務委員会へも提供し、授業以外での支援に活用している。中間試験、国試対策(補講)、

ゼミなどの実施に結びついている。 

 

資料【5-3-1】大阪行岡医療大学 FD 委員会規程 

資料【5-3-2】大阪行岡医療大学 FD 委員会議事録 

資料【5-3-a】FD 委員会教育研修規程 

資料【5-3-b】教員相互の授業参観の案内 

資料【5-3-c】FD 委員会授業参観報告書 

資料【5-3-d】FD 研修のお知らせ 

資料【5-3-e】FD 研修会資料① 

資料【5-3-f】FD 研修会資料② 

資料【5-3-g】授業アンケート結果 

資料【5-3-h】授業改善報告書 

 

② SD をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取組み SD をはじめ

とする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取組み 

自己点検・評価委員会からの依頼により、2023 年には「履修不良・不登校・引きこもり

学生への接し方～保護者・教職員として考えておくべきこと～」を行い、2024 年は「内部

質保証の実質化について－第 4 期評価システムを中心に－」を FD と SD を兼ねた研修を

実施した。2025 年度も FD と SD を兼ねた研修を予定している。 

 

資料【5-3-3】研修会報告書 

資料【5-3-i】FD・SD 研修実施について(当日スケジュール) 

資料【5-3-j】FD・SD 研修出席者名簿 

 

5-4．研究支援 

① 研究環境の整備と適切な管理運営 

② 研究倫理の確立と厳正な運用 
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③ 研究活動への資源の配分 

（1）5-4 の自己判定 

「基準項目 5-4 を満たしている。」 

 

（2）5-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 研究環境の整備と適切な管理運営 

 理学療法士養成のための教育機関として、教育関連機器も特別なものも多く、必要な機

器は都度備品の購入を行っている。これにより、研究環境の整備を行い、また本学の教員

は研究機器として終日自由に利用できる状態である。 

 週に 1 度の研究日を設け、教員の教育研究活動を支援している。また、図書館には蔵書

および雑誌類の購入が定期的に行われており、教育研究活動の充実を図っている。 

 常勤理学療法士教員の研究日の管理については、学生の授業ならびに学習支援の妨げに

ならないよう、一定の曜日に教員の不在が重ならない配置を行っている。 

 

資料【5-4-a】2025 年度研究日／学年担任 

 

② 研究倫理の確立と厳正な運用 

 「研究活動における不正行為防止及び不正行為への対応に関する規程」、および「倫理委

員会」を設置し、教職員、学生が研究責任者として行おうとする研究計画について審査を

行うシステムを有している。また、研究活動における不正行為防止の観点から、昨年度は

日本学術振興回の「研究倫理 e-learning コース」にての研修を行った。 

 

資料【5-4-3】大阪行岡医療大学 倫理委員会規程 

資料【5-4-4】大阪行岡医療大学 科学研究費等補助金取扱規程 

資料【5-4-b】日本学術振興会「研究倫理 e-learning コース」受講記録 

資料【5-4-c】大阪行岡医療大学 研究活動における不正行為防止及び不正行為への対応に
関する規程 

 

③ 研究活動への資源の配分 

専任教員の研究の経済的支援策として、大学における研究費を予算化し、研究活動の支 

援を行っている。具体的には次のように個人研究費として年間の研究費を規定している。

教授：年 30 万円、准教授：年 25 万円、講師：年 25 万円、助教：年 10 万円である。個人

研究費の運用に関しては「研究費取扱要項」を策定し、この規定に従って行っている。ま

たこの研究費の運用範囲は、学会等の出張旅費、研究に必要な教具・備品、図書の購入な

どとなっており、教員の研究活動についての支援を行っている。 

また、科学研究費をはじめとする外部資金の確保については、事務担当者を通じ、情報

収集と情報発信および資金管理が行われている。 

 

資料【5-4-2】大阪行岡医療大学 研究費規程 

資料【5-4-5】大阪行岡医療大学 研究費取扱要領 
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資料【5-4-7】科研費などの申請のために必要な情報を学内に周知したことを示す文書(メ

ール) 

資料【5-4-8】外部資金応募・獲得の実績一覧 

 

［基準 5 の自己評価］ 

（1）成果が出ている取組み、特色ある取組み 

小規模大学ながら、教員は外部資金獲得研究を行っている。研究費の配分があることで

学術活動も積極的に行え、新しい知見を学生教育に活かすことができている。 

少人数制を生かし、学生とのコミュニケーションを強化し、学習支援、就職活動や国家

試験合格に向けての学生に対する個別支援が行えている。 

 

（2）自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

個々に研究活動は行われているが、授業や学務に割かれている時間は教員により異なり、

研究活動に使える時間配分については公平ではない部分がある。また、研究結果の共有の

機会が作られていないことは課題である。 

 教員の教育力向上については、現代の学生気質の理解や新しい教授方法の習得などの機

会を増やすことが必要と考えられる。 

また、それぞれの教員・職員の持っている特性を生かすことができる人員配置の検討が

必要である。 

専任教員の教員数に関しては、ここ数年の間、学生の卒業判定の扱いについての苦情や

実習先での学生の評価に関しての学生からの疑問等が続いており、こういった状況から、 

令和 6 年度途中での教授の体調不良による死亡及び他病院への異動による 2 名の他に、令

和 6 年 12 月頃から令和 7 年 2 月にかけて相次いで教員（理学療法士）からの 5 名の退職

の申し出があった。大学としては慰留に努めたが、退職に至らざるを得ず、これに対し令

和 7 年 2 月頃に教員の公募を行ったものの、時間的な余裕もなく、令和 7 年 4 月には 3 名

の教員を確保するにとどまった。 

今回の課題として、教員との意思疎通を細かく行っていくことが挙げられる。 

 

（3）課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

 教員の担当する授業時間数をできるだけ差異のないように配分し、不公平感が少なくな

るような時間割の作成を行い、一方で教授方法についても新たな情報を取り入れ、教員間

相互の授業参観等を通して、一層の資質向上を目指す取組みを行う。 

 また、専任教員の確保については、引き続き一般公募及び紹介等を通じての確保を進め

ており、教員数の確保を行う予定である。 

 

基準 6．経営・管理と財務 

6-1．経営の規律と誠実性 

① 経営の規律と誠実性の維持 

② 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）6-1 の自己判定 
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「基準項目 6-1 を満たしている。」 

 

（2）6-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 経営の規律と誠実性の維持 

学則において「本学は教育基本法及び学校教育法に従い、広い分野の知識と深く専門の

学術を教授探求するとともに、医療の専門教育を行う。」と記載しており、学校経営に関し

てもこの基本の精神に基づいて誠実な経営を行っており、経営の規律を保った組織として

運営している。 

学生に対しては 3 つのポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

ディプロマ・ポリシー）を基本として教育に携わっており、本学の教職員にはこれらに加

えて、常に健康に留意し、常に明朗且つ節度のある勤務態度で学生に接することなどを徹

底することにより、教員及び職員の規律と誠実性の維持を行っている。 

 

資料【6-1-1】就業規則(服務心得) 

資料【6-1-2】学校法人行岡保健衛生学園 情報公開規程 
資料【6-1-3】大学ホームページ( https://www.yukioka-u.ac.jp/ ) 
資料【6-1-4】大学ホームページ( https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/ ) 

資料【6-1-5】学園 組織図 

 

② 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全の一環として、これまで平成 29 年度にエアコン機器の改修工事及び LED 照明

への切り替え工事を実施した。これにより学内をより明るく、また快適に過ごせるように

配慮した。この後は、主にトイレの改修工事を実施し、これまでの状況を維持するともに、

一層の環境保全に取り組んでいる。 

人権への配慮として、学生に対しての説明としてキャンパスガイドにハラスメントに関

する内容を記載しており、人権意識の向上を目指している。また、「ハラスメント防止及び

対策委員会」の規程を設定し、ハラスメント防止について務めるとともに、人権に対する

意識向上を目標としている。教職員についても同様に、上記のハラスメント防止規程の配

布を行い、人権意識の徹底を図っている。 

安全への配慮として学内のバリアフリー化を推進している。 

 

資料【6-1-7】大阪行岡医療大学 ハラスメント防止対策委員会規程 

資料【6-1-8】学校法人行岡保健衛生学園 個人情報の保護に関する規程 

資料【6-1-9】大阪行岡医療大学 危機管理委員会規程 

資料【6-1-10】大阪行岡医療大学 危機管理マニュアル  

資料【6-1-a】キャンパスガイド 34 頁 

 

6-2．理事会の機能 

① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

② 使命・目的の達成への継続的努力 

（1）6-2 の自己判定 

https://www.yukioka-u.ac.jp/
https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/
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「基準項目 6-2 を満たしている。」 

 

（2）6-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

本学園の理事会は、法人における最高意思決定機関として位置付けており、理事会を構

成する理事全員が学校法人の運営に責任をもってあたっている。 

具体的な審議事項としては、次の項目があげられる。 

・予算案及び決算の審議と承認 

・法人全体の管理運営 

・各学校の学則及び諸規定の改廃及び変更 

・その他法人における重要事項の審議 

 

【6-2-1】学園 組織図 

【6-2-2】理事会議事録(令和 6.5.30) 

【6-2-3】学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更前)第 11 条 

【6-2-4】理事会議事録(令和 5.10.20) 

【6-2-6】理事が職務執行状況を理事会に報告したことを示す文書 

【6-2-a】学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更後)第 15 条 

 

② 使命・目的の達成への継続的努力 

学園における使命として、優れた医療技術者として学生を育てることがあげられ、これ

に基づいて理事会の運営を行っている。今回の寄附行為変更においては、理事の人数も 6

人～8 人と規定し、さらに理事選任機関を設けて理事の選任についてより厳格に行うよう

に変更した。 

理事会においては、さまざまな事項の審議を行う際にできるだけ現場の状況に沿った内

容で審議を行っている。また、監事 2 名については、1 名が公認会計士、もう 1 名が司法

書士の 2 名で構成しており、監事は法人全体の運営状況や会計・財産の状況、法律的な立

場からの意見を述べてもらうことにより、多角的な議論ができる状況となっている。 

なお、毎会計年度においては、決算内容についての監査報告書を提出しており、適正に

運営されている。 

 

資料【6-2-b】学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更後)第 6 条 

 

6-3．管理運営の円滑化とチェック機能 

① 法人の意思決定の円滑化 

② 評議員会と監事のチェック機能 

（1）6-3 の自己判定 

「基準項目 6-3 を満たしている。」 

 

（2）6-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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① 法人の意思決定の円滑化 

意思決定の円滑化においては、理事長である学長の出席がなされていることから、法人

運営及び教学面おける意思決定の円滑化を図っている。 

理事会おいては理事長を議長として運営し、教授会における議長は学長とした上で、学

科長が代理で進行役を担っており、さらに教授会では法人本部から理事及び事務職員も出

席し、大学と法人本部の間の意思疎通と連携を図り、法人意思決定の円滑化を行っている

ものである。 

なお、大学の企画委員会において大学の教職員の他に副理事長も出席し、委員会等にお

ける企画立案の内容を教授会に諮り、教授会において審議の上、実行に移している。 

 

資料【6-3-1】理事会議事録(令和 5.10.20) 

資料【6-3-a】大阪行岡医療大学 教授会規程 第 4 条 

 

② 評議員会と監事のチェック機能 

法人寄附行為（変更前）第 17 条に記載のとおり、評議員会の果たす役割は主に次のよう

に規定されており、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。 

1) 予算、借入金及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

2) 事業計画 

3) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 等 

評議員会には大学との関連として、学長の他に教授 2 人が就任しており、これによって

大学と法人の本部との意思疎通を図り、大学と法人間の相互チェックを行っている。 

また、監事に関しては法人寄附行為（変更前）第 12 条にその職務が記載されており、主

な役割は次のとおりである。 

1) この法人の業務を監査すること 

2) この法人の財産の状況を監査すること  

3) この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成、当該開会年

度終了後 2 月以内に理事会及び評議員会に出席すること 等 

監事はこのような職務を通して、学内の運営についてチェックを行っており、また理事

会、評議員会への出席を通して学内状況の把握を行っている。 

 

資料【6-3-2】評議員会議事録(令和 5.10.20) 

資料【6-3-3】評議員会議事録(令和 6.5.30) 

資料【6-3-4】学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更後)第 29 条 

資料【6-3-5】監事監査計画書 

資料【6-3-b】学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更前)第 17 条及び第 12 条 

 

6-4．財務基盤と収支 

① 財務基盤の確立 

② 収支バランスの確保 

③ 中期的な計画に基づく適切な財務運営 
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（1）6-4 の自己判定 

「基準項目 6-4 を満たしている。」 

 

（2）6-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 財務基盤の確立 

本学園においては、中長期計画に基づいた予算編成を行っており、同時に事業報告書の

作成を行っている。 

また、次年度の実習に必要な購入品の予算案として、各学科から在庫を確認の上、次年

度の購入希望品等のリストを提出してもらい、必要なものを「次年度の実習消耗品」とし

て計上の上、見積もりをとった上、購入品の購入を行っている。このような方法により、

無駄のない運営を行い、より健全な財務基盤の確立を目指している。 

 

資料【6-4-1】令和 7 年度予算編成方針 

 

② 収支バランスの確保 

少子化の影響により学生数の減少は避けられない現状においては、できるだけ支出を抑

制することが必要であり、そのためには無理や無駄のない支出をこころがけ、収支バラン

スの確保に努めている。また、収入源の一つとして安全な有価証券の運用に努めており、

この結果、経常損益において利益を確保するに至っている。 

今後も安全性を確保した上で、法人の自助努力として収入を確保することを行うことを

目的として、収入源として安全確実な有価証券の運用を行う予定である。 

 

資料【6-4-2】令和 7 年度予算案 

資料【6-4-3】有価証券運用実績 

資料【6-4-4】学校法人行岡保健衛生学園 資金運用に関する規程 

資料【6-4-a】令和 6 年度 計算書類 事業活動収支計算書 

 

③ 中期的な計画に基づく適切な財務運営 

少子化が更に加速することが予測される中、本学においては収入の確保と経費の抑制に

注力した上で、財務基盤を確保しており、現在ではこれまでの蓄積によって安定した財務

基盤を構成しているものと判断する。 

 

6-5．会計 

① 会計処理の適正な実施 

② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）6-5 の自己判定 

「基準項目 6-5 を満たしている。」 

 

（2）6-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

① 会計処理の適正な実施 

会計処理について、本法人では「学校法人会計基準」に基づいて厳正な処理を行ってお

り、その処理については監査法人の公認会計士による監査を受けている。これにより、会
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計処理については適正な処理を行っている。同時に税務関係処理に関しても、税理士によ

る指導も受けており、会計及び税務の両面の処理を適切に行っている状況である。 

監査法人の監査方針について、監事に対して監査法人から説明を行っており、その上で

監査報告書の作成を行い、監事は毎年度の決算理事会及び評議員会において監事から監査

報告を行っている。 

経理業務に関して、法人においては経理規程を作成し、会計処理を行うにあたっては同

規程に沿って会計処理を行っている。また、学校法人会計基準の趣旨に基づいて、財務状

況の実績を表示しているものである。 

 

資料【6-5-1】学校法人行岡保健衛生学園 経理規程 

資料【6-5-2】学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更後) 第 51 条 

資料【6-5-3】監査結果概要報告書(監査法人による監事あて) 

 

② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本法人においては、監査法人による会計監査を実施しており、監査法人による「監査」

も例年 10 月頃から実施しており、特に年度末の決算時期では経理課職員とともに、適切

な会計処理がなされていることを確認している。 

経理課においては、日々の現金の動きをチェックするため、「現金出納帳」を作成し、現

金の流れを確実に把握できる体制を整えている。 

また、経理処理についての疑問がある場合には、監査法人とは別の公認会計士による指

導も行っており、これらの体制整備により厳正な会計監査を実施している 

 

［基準 6 の自己評価］ 

(1) 成果が出ている取組み、特色ある取組み 

財務バランスを確保するために、限られた学生納付金収入以外に、安全確実な有価証券

の扱いを慎重に行っており、これによって経常利益の確保を行っている。 

 

(2) 自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

自己点検を行うことによる課題として、理事会の役割の強化のため、理事会開催時期に

ついて、年度の初めに開催日程を決めておくようにすることが必要と判断される。 

 

(3) 課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

 今後の取り組みとして、前項の課題を改善するため、あらかじめ理事会日程を決めて周

知し、より効率的な理事会の運営を行うとともに、学内における諸課題に対しての対応を

早期に行うこととする。 

 

  



大阪行岡医療大学 

42 

Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．地域社会への貢献 

A-1．地域連携と社会貢献に関する方針と具体的な取り組み 

① 地域連携と社会貢献の意義及び方針の明確化 

A-1-① 地域連携と社会貢献の意義及び方針 

A-1-② 大学資源の地域に対しての社会連携と貢献 

A-1-③ 大学教育・研究を通じての社会連携 

（1）A-1 の自己判定 

「基準項目 A-1 を満たしている。」 

 

（2）A-1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 地域連携と社会貢献の意義及び方針 

 本学の教育は、本学の建学の精神である「協同」を基盤に、理学療法教育を通じて、広

く地域、社会に貢献することを目的としている。中期的な計画においても、茨木市及び大

阪府との地域連携を深める方針を示している。 

 

資料【A-1-a】大阪行岡医療大学 中期的な計画 

 

A-1-② 大学資源の地域に対しての社会連携と貢献 

 本学は、「茨木市と学校法人行岡保健衛生学園との連携協力に関する協定書」（令和元

（2019）年締結）に基づき、同市実施の各種会議や共同研究、自治体主催のイベントへの

参加を行っている。茨木市主催の健康福祉フェアには毎年出展し、参加者の健康意識を高

める取り組みを行っている。2024 年度は体力測定、バランス機能評価、骨密度測定、自律

神経測定を実施し、好評を得た。 

また、大学独自の取り組みとして、大学が設置されている大阪府茨木市の健康福祉の向

上に資することを目的として、現在毎週月曜午後に大学体育館を開放し、YUKIOKA 健康

プロジェクト ZUMBA®フィットネス講座を開催し、毎回 20 名～30 名が参加されている。 

 

資料【A-1-b】茨木市と学校法人行岡保健衛生学園との連携協力に関する協定書 

資料【A-1-c】茨木市健康フェアポスター 

資料【A-1-d】YUKIOKA 健康プロジェクト ZUMBA®フィットネス講座 

 

A-1-③ 大学教育・研究を通じての社会連携 

１）社会活動 

 理学療法士教員の知識・技術を活かす取り組みとして、大阪府教育庁教職員室福利課 

公立学校共済組合大阪支部が主宰する組合員(教職員)を対象とした「腰痛予防講座巡回講

師派遣事業」に対して、本学の教員を講師として派遣し当該講座を開講している 

 その他にも、理学療法士教員の技術と知識を活用した社会貢献活動を実施している。 
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資料【A-1-e】腰痛予防講座巡回講師派遣事業 

資料【A-1-f】社会貢献活動 

 

２）高大連携 

 本学では、高大連携の取り組みとして、私立大阪高等学校との「大阪行岡医療大学と大

阪高校との高大連携事業に関する協定書」（令和５（2023）年締結）に基づき、連携教育を

実施している。現在は高校 1 年生から 3 年生までの参加希望者に、年 3 回の大学・高校双

方での実技も交えた授業を実施する「CHOLA ゼミ」を行い、授業を通して障がいや理学

療法への興味・関心を高め、理解を深めてもらう取り組みを行っている。 

 

資料【A-1-g】大阪行岡医療大学と大阪高校との高大連携事業に関する協定書 

資料【A-1-h】大阪高校 CHOLA ゼミ資料 

 

［基準 Aの自己評価］ 

（1）成果が出ている取組み、特色ある取組み 

 茨木市との連携事業、その他社会貢献活動、高大連携ともに、現在の規模で行える大学

の機能と特色を活かした取り組みは行えていると考える。 

 

（2）自己点検・評価や外部による評価で発見された課題など 

 本学の取り組みへのアピールについては、課題があると考えている。理学療法への理解

をさらに広げるためには、高校生や、さらに下の年代への本学及び本学の教育・研究への

アピールはさらに行っていくことが必要である。また、高大連携校が 1 校だけであること

も課題である。 

 

（3）課題などに対する改善状況と今後の取組み予定 

 高校訪問の機会を通じて、出前授業など、本学にできる貢献や教育活動についてアピー

ルを実施し、高校との連携の強化を模索している。 
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Ⅴ．特記事項 

 

なし 
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Ⅵ．法令等の遵守状況一覧 

 

学校教育法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 83 条 〇 学則第 1 条に定めている。 1-1 

第 83 条の 2 ― 該当なし。 1-1 

第 85 条 〇 学則第 5 条に定めている。 1-1 

第 87 条 〇 学則第 6 条に定めている。 4-1 

第 88 条 ― 該当なし。 4-1 

第 88 条の 2 ― 該当なし。 4-1 

第 89 条 ― 該当なし。 4-1 

第 90 条 〇 学則第 12 条に定めている。 3-1 

第 92 条 〇 学則第 41 条に定めている。 

4-2 

5-1 

5-2 

第 93 条 〇 学則第 43 条に定めている。 5-1 

第 104 条 〇 学則第 35 条に定めている。 4-1 

第 105 条 ― 該当なし。 4-1 

第 108 条 ― 該当なし。 3-1 

第 109 条 〇 
学則第 2 条及び自己点検・評価委員会規程に定めて

いる。 
2-2 

第 113 条 〇 
学則第２条第３項に教育研究活動の公表について規

定し、大学ホームページで公表している。 
4-2 

第 114 条 〇 学則第 41 条に定めている。 
5-1 

5-3 

第 122 条 〇 学則第 16 条第１項第 2 号に定めている。 3-1 

第 132 条 〇 学則第 16 条第１項第 3 号に定めている。 3-1 

 

学校教育法施行規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 4 条 〇 学則に修業年限等の所要事項を定めている。 
4-1 

4-2 

第 24 条 〇 学籍簿により記録している。 4-2 

第 26 条 

第 5 項 
〇 学則第 47 条及び学生懲戒規程により定めている。 5-1 

第 28 条 〇 
備えておくべき表簿は、原則ファイルにて保管して

いる。 
4-2 
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第 143 条 ― 該当なし。 5-1 

第 146 条 ― 該当なし。 4-1 

第 147 条 ― 該当なし。 4-1 

第 148 条 ― 該当なし。 4-1 

第 149 条 ― 該当なし。 4-1 

第 150 条 〇 学則第 12 条に定めている。 3-1 

第 151 条 ― 該当なし。 3-1 

第 152 条 ― 該当なし。 3-1 

第 153 条 ― 該当なし。 3-1 

第 154 条 ― 該当なし。 3-1 

第 161 条 〇 学則第 16 条に定めている。 3-1 

第 162 条 〇 学則第 16 条に定めている。 3-1 

第 163 条 〇 学則第 8 条に定めている。 4-2 

第 163 条の 2 ― 該当なし。 4-1 

第 164 条 ― 該当なし。 4-1 

第 165 条の 2 〇 

ディプロマポリシー（学位授与の方針）、カリキュ

ラムポリシー（教育課程編成・実施の方法）、アド

ミッションポリシー（入学者受け入れ方針）を定め

ている。 

1-1 

2-3 

3-1 

4-1 

4-2 

第 166 条 〇 
学則第２条及び自己点検・評価委員会規程で定めて

いる。 
2-2 

第 172 条の 2 〇 
教育研究活動等の状況について、大学ホームページ

において公表している。 

1-1 

3-1 

4-1 

4-2 

6-1 

第 173 条 〇 学則第 35 条に定めている。 4-1 

第 178 条 〇 学則第 16 条第 1 項第 2 号に定めている。 3-1 

第 186 条 〇 学則第 16 条第 1 項第 3 号に定めている。 3-1 

 

大学設置基準  

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1 条 × 大学設置基準を満たすべく、その向上に努めている。 
2-2 

2-3 

第 2 条 〇 学則第 1 条に定めている。 1-1 

第 2 条の 2 〇 学則第 12 条及び入学者選抜規程に定めている。 3-1 

第 3 条 × 適当な教員数を配置すべく、努力している。 1-1 
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第 4 条 〇 学則第 5 条に定めている。 1-1 

第 5 条 ― 該当なし。 1-1 

第 6 条 ― 該当なし。 

1-1 

4-2 

5-2 

第 7 条 〇 学則第 41 条及び第 42 条に定めている。 

3-2 

3-3 

3-4 

4-2 

5-1 

5-2 

5-3 

第 8 条 〇 
主要授業科目ついては、原則として専任教員が担当

している。 

4-2 

5-2 

第 9 条 〇 １名が該当する。 
4-2 

5-2 

第 10 条 

（旧第 13 条） 
× 適当な教員数を配置すべく、努力している。 

4-2 

5-2 

第 11 条 〇 
教育研究活動等の効果的な運用のため FD 委員会で

は組織的な研修等を行っている。 

4-2 

4-3 

5-3 

第 12 条 〇 学長候補者選考規程第 3 条で定めている。 5-1 

第 13 条 〇 教員選考規程第 6 条で定めている。 
4-2 

5-2 

第 14 条 〇 教員選考規程第 7 条で定めている。 
4-2 

5-2 

第 15 条 〇 教員選考規程第 8 条で定めている。 
4-2 

5-2 

第 16 条 〇 教員選考規程第 9 条で定めている。 
4-2 

5-2 

第 17 条 ― 該当なし。 
4-2 

5-2 

第 18 条 〇 学則第 5 条で定めている。 3-1 

第 19 条 〇 学則第 24 条で定めている。 4-2 

第 19 条の 2 ― 該当なし。 4-2 

第 20 条 〇 学則第 25 条及び履修規程で定めている。 4-2 

第 21 条 〇 履修規程第 5 条で定めている。 4-1 

第 22 条 〇 学則第 9 条で定めている。 4-2 

第 23 条 〇 学則第 9 条で定めている。 4-2 
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第 24 条 〇 

授業内容と方法により、教育効果を考慮し教室配当

やクラス割を行っており、演習科目では原則 40 人以

内としており、英語科目では 1 学年を 2 クラスに分

割している。 

4-2 

第 25 条 〇 履修規程第 4 条で定めている。 
3-2 

4-2 

第 25 条の 2 〇 
授業の方法及び内容については、シラバスに明示し

ている。 
4-1 

第 26 条 ― 該当なし。 4-2 

第 27 条 〇 履修規程第 13 条で定めている。 4-1 

第 27 条の 2 〇 履修規程第 7 条で定めている。 4-2 

第 27 条の 3 ― 該当なし。 4-1 

第 28 条 〇 学則第 32 条に定める。 4-1 

第 29 条 〇 学則第 33 条に定める。 4-1 

第 30 条 〇 学則第 34 条に定める。 4-1 

第 30 条の 2 ― 該当なし。 4-2 

第 31 条 〇 学則第 48 条に定める。 
4-1 

4-2 

第 32 条 〇 学則第 35 条及び履修規程第 18 条に定める。 4-1 

第 33 条 ― 該当なし。 4-1 

第 34 条 〇 
教育にふさわしい環境をもった校地であり、学生が

交流、休息利用する施設を有している。 
3-5 

第 35 条 〇 

校舎の 6 階に課外活動や運動のため利用できる体育

館があり、1 階には昼食や懇談で集まれる学生控室・

ふくろう部屋を設けている。 

3-5 

第 36 条 〇 
教室（講義、演習、実習）、研究室、図書館、保健室、

事務室など必要な施設を有している。 
3-5 

第 37 条 〇 校地面積は大学設置基準を満たしている。 3-5 

第 37 条の 2 〇 校舎面積は大学設置基準を満たしている。 3-5 

第 38 条 〇 

図書館は、図書、学術雑誌、電子ジャーナル等の教育

研究上必要な資料を備えており、司書資格を有する

職員を配置している。 

3-5 

第 39 条 ― 該当なし。 3-5 

第 39 条の 2 ― 該当なし。 3-5 

第 40 条 〇 学科に応じた機械、器具、標本を備えている。 3-5 

第 40 条の 2 ― 該当なし。 3-5 

第 40 条の 3 〇 
必要な経費を確保し、教育研究環境の整備に努めて

いる。 

3-5 

5-4 

第 40 条の 4 〇 
大学の名称は教育研究上の目的にふさわしい名称で

ある。 
1-1 
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第 41 条 ― 該当なし。 4-2 

第 42 条 ― 該当なし。 1-1 

第 42 条の 2 ― 該当なし。 3-1 

第 42 条の 3 ― 該当なし。 5-2 

第 42 条の 4 ― 該当なし。 4-2 

第 42 条の 5 ― 該当なし。 
4-2 

5-1 

第 42 条の 6 ― 該当なし。 4-2 

第 42 条の 7 ― 該当なし。 4-2 

第 42 条の 8 ― 該当なし。 4-1 

第 42 条の 9 ― 該当なし。 4-1 

第 42 条の 10 ― 該当なし。 3-5 

第 43 条 ― 該当なし。 4-2 

第 44 条 ― 該当なし。 4-1 

第 45 条 ― 該当なし。 4-1 

第 46 条 ― 該当なし。 
4-2 

5-2 

第 47 条 ― 該当なし。 3-5 

第 48 条 ― 該当なし。 3-5 

第 49 条 ― 該当なし。 3-5 

第 49 条の 2 ― 該当なし。 4-2 

第 49 条の 3 ― 該当なし。 5-2 

第 49 条の 4 ― 該当なし。 5-2 

第 58 条 ― 該当なし。 1-1 

第 59 条 ― 該当なし。 3-5 

第 61 条 ― 該当なし。 

3-5 

4-2 

5-2 

 

学位規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 2 条 〇 学則第 35 条及び学位規程に定める。 4-1 

第 2 条の 3 ― 該当なし。 4-1 

第 10 条 〇 学則第 35 条及び学位規程に定める。 4-1 

第 10 条の 2 ― 該当なし。 4-1 

第 13 条 〇 
学則及び学位規程に定め、学則改正の際には文部科

学大臣に報告している。 
4-1 
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私立学校法  

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 20 条 〇 
学校法人の関係者に対して特別な利益供与は行って

いない。 
6-1 

第 27 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 22 条に定める。 6-1 

第 29 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 7 条に定める。 6-2 

第 30 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 7 条に定める。 6-2 

第 31 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 9 条に定める。 6-2 

第 36 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 15 条に定める。 

2-1 

2-3 

6-1 

6-2 

第 37 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 15 条に定める。 
6-1 

6-2 

第 39 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 17 条に定める。 

6-1 

6-2 

6-3 

第 43 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 22 条に定める。 6-2 

第 45 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 23 条に定める。 6-3 

第 46 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 24 条に定める。 6-3 

第 52 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 29 条に定める。 6-3 

第 54 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 31 条に定める。 6-3 

第 55 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 29 条-3 に定める。 6-3 

第 56 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 29-4 条に定める。 6-3 

第 61 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 33 条に定める。 6-3 

第 62 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 33 条に定める。 6-3 

第 66 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 38 条に定める。 6-3 

第 78 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 48 条に定める。 6-3 

第 80 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 51 条に定める。 
6-3 

6-5 

第 86 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 56 条に定める。 6-5 

第 99 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 58 条に定める。 

1-1 

2-3 

6-4 

第 100 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 59 条に定める。 
6-2 

6-3 

第 103 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 69 条に定める。 
6-1 

6-2 
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6-3 

6-4 

6-5 

第 104 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 69 条に定める。 
6-2 

6-5 

第 105 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 69 条に定める。 6-3 

第 106 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 70 条に定める。 6-1 

第 107 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 70 条に定める。 6-1 

第 108 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 72 条に定める。 6-1 

第 144 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 51 条に定める。 6-5 

第 145 条 － 該当なし。 6-3 

第 146 条 － 該当なし。 6-2 

第 148 条 〇 中期的な計画に定める。 

1-1 

2-1 

2-3 

6-1 

6-4 

第 151 条 〇 学校法人寄附行為（変更後）第 76 条に定める。 6-1 

 

 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は

「-」で記載すること。 

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。 

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と

記載すること。 
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Ⅶ．エビデンス集一覧 

エビデンス集（デ－タ編）一覧 

コ-ド タイトル 備考 

【共通基礎】 認証評価共通基礎デ－タ  

【表 F-1】 理事長名、学長名等  

【表 F-2】 附属校及び併設校、附属機関の概要  

【表 F-3】 外部評価の実施概要  

【表 3-1】 学部、学科別在籍者数（過去 5 年間）  

【表 3-2】 研究科、専攻別在籍者数（過去 3 年間） 該当なし 

【表 3-3】 学部、学科別退学者数及び留年者数の推移（過去 3 年間）  

【表 3-4】 就職相談室等の状況  

【表 3-5】 就職の状況（過去 3 年間）  

【表 3-6】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）  

【表 3-7】 
大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前
年度実績） 

該当なし 

【表 3-8】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）  

【表 3-9】 学生相談室、保健室等の状況  

【表 3-10】 附属施設の概要（図書館除く） 該当なし 

【表 3-11】 図書館の開館状況  

【表 3-12】 情報センタ-等の状況  

【表 4-1】 授業科目の概要  

【表 4-2】 修得単位状況（前年度実績）  

【表 4-3】 
年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単
位数） 

 

【表 5-1】 
職員数と職員構成（正職員・嘱託・パ-ト・派遣別、男女
別、年齢別） 

 

【表 6-1】 財務情報の公表（前年度実績）  

【表 6-2】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの）  

【表 6-3】 事業活動収支計算書関係比率（大学単独）  

【表 6-4】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  

【表 6-5】 
要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過
去 5 年間） 

 

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。 
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エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

コ－ド 
タイトル  

該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

【資料 F-1】 

寄附行為 

学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為（変更前） 
学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為（変更後） 

学校法人行岡保健
衛生学園 寄附行
為（変更前）及び（変
更後） 

【資料 F-2】 
大学案内 

大学案内  

【資料 F-3】 
大学学則、大学院学則 

大阪行岡医療大学 学則  

【資料 F-4】 
学生募集要項、入学者選抜要綱 

入学試験要項  

【資料 F-5】 
学生便覧 

キャンパスガイド  

【資料 F-6】 
大学組織図 

大阪行岡医療大学 組織図  

【資料 F-7】 
事業計画書 

令和 7 年度事業計画書  

【資料 F-8】 
事業報告書 

学校法人 行岡保健衛生学園 令和6年度事業報告書  

【資料 F-9】 
中期的な計画 

大阪行岡医療大学 中期的な計画  

【資料 F-10】 
法人及び大学の規定一覧及び規定集 

学校法人行岡保健衛生学園及び大阪行岡医療大学 
規程一覧 

 

【資料 F-11】 

理事、監事、評議員、会計監査人の名簿（外部役員・内部役員）及び理事
会、評議員会の前年度開催状況（開催日、開催回数、議題一覧、出席状況
など）がわかる資料 
役員、評議員、会計監査法人の名簿 
令和 6 年度理事会、評議員会開催状況 

 

【資料 F-12】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）、監事監査報告書（過去 5 年間）、会
計監査報告（過去 5 年間）及び財産目録（最新のもの） 
会計監査報告（監査法人） 
監査報告書（監事） 
財産目録 

 

【資料 F-13】 
履修要項、シラバス 

2025 年度 授業計画 (シラバス等)  

【資料 F-14】 
三つのポリシ－一覧（策定単位ごと） 

3 つのポリシ－  

【資料 F-15】 
設置計画履行状況等調査結果への対応状況（直近のもの） 

 該当なし 

【資料 F-16】 
認証評価で指摘された事項への対応状況（直近のもの） 

指摘事項への対応状況  
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基準 1．使命・目的 

基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

1-1．使命・目的及び教育研究上の目的の反映 

大学のウェブサイトで使命・目的、教育研究上の目的などを示す部分の URL 

【1-1-1】 大学ホームページ（https://www.yukioka-u.ac.jp ）  

使命・目的及び教育研究上の目的を検証する会議体の規則 

【1-1-2】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【1-1-a】 キャンパスガイド 1-2 頁  

【1-1-b】 大阪行岡医療大学 中期的な計画  

【1-1-c】 大阪行岡医療大学 学則  

【1-1-d】 3 つのポリシー(キャンパスガイド 1-2 頁)  

【1-1-e】 大阪行岡医療大学 学則  

【1-1-f】 シラバス 15、82、83、84、89、90 頁  

【1-1-g】 学生満足度調査  

 

基準 2．内部質保証 

基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

2-1．内部質保証の組織体制 

内部質保証に関する全学的な方針 

【2-1-1】 内部質保証の方針  

内部質保証のための組織図 

【2-1-2】 内部質保証のための組織図  

内部質保証に責任を持つ会議体の規則 

【2-1-3】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程  

2-2．内部質保証のための自己点検・評価 

自己点検・評価に関する規則 

【2-2-1】 内部質保証の方針  

【2-2-2】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価実施規程  

【2-2-3】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程  

直近の自己点検・評価の報告書 

【2-2-4】 
2024 年 6 月自己点検評価報告書(リハビリテーショ
ン教育評価機構) 

 

自己点検・評価を担当する会議体の議事録 

【2-2-5】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会議事録  

自己点検・評価の結果を学内に周知したことを示す文書 

【2-2-6】 リハビリテーション教育評価機構認定通知  

IR などを検討する会議体の規則 

【2-2-7】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【2-2-a】 授業アンケート結果  

【2-2-b】 学生満足度調査  

【2-2-c】 ご意見箱への意見と回答（2024 年度）  

【2-2-d】 入学生アンケート（2024 年 4 月実施分）  

【2-2-e】 卒業生アンケート（2025 年 3 月実施分）  

2-3．内部質保証の機能性 

https://www.yukioka-u.ac.jp/
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学生の意見・要望をくみ上げ、教育研究や大学運営の改善・向上につなげるシステムを示
す図など 

【2-3-1】 内部質保証のための組織図および委員会組織図  

学生の意見・要望のくみ上げを計画・実施する会議体の規則 

【2-3-2】 大阪行岡医療大学 FD 委員会規程  

【2-3-3】 大阪行岡医療大学 学生委員会規程  

【2-3-4】 大阪行岡医療大学 教務委員会規程  

学外関係者の意見・要望をくみ上げ、教育研究や大学運営の改善・向上につなげるシステ
ムを示す図など 

【2-3-5】 なし  

学外関係者の意見・要望のくみ上げを計画・実施する会議体の規則 

【2-3-6】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会規程  

三つのポリシ－を起点とした内部質保証を行い、その結果を教育研究の改善・向上に生か
すことを検討する会議体の議事録 

【2-3-7】 大阪行岡医療大学 教授会議事録  

自己点検・評価などの結果を大学運営の改善・向上に生かすことを検討する会議体の議事
録 

【2-3-8】 大阪行岡医療大学 自己点検・評価委員会議事録  

自己点検・評価などの結果を学生や学外関係者に公表・説明したことを示す文書など 

【2-3-9】 
2024 年 6 月自己点検評価報告書(リハビリテーシ

ョン教育評価機構) 
 

【2-3-10】 リハビリテーション教育評価機構認定通知  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【2-3-a】 授業アンケート結果  

【2-3-b】 学生満足度調査  

【2-3-c】 ご意見箱への意見と回答（2024 年度）  

【2-3-d】 入学生アンケート（2024 年 4 月実施分）  

【2-3-e】 卒業生アンケート（2025 年 3 月実施分）  

 

基準 3．学生 

基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

3-1．学生の受入れ 

アドミッション・ポリシ-を示す部分の URL 

【3-1-1】 
大学ホームページ 

https://www.yukioka-u.ac.jp/entrance/  
 

アドミッション・ポリシ－を策定する会議体の規則 

【3-1-2】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

入試方法の検討と検証を行う会議体の規則 

【3-1-3】 大阪行岡医療大学 入試委員会規程  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【3-1-a】 大学案内 26 頁  

【3-1-b】 キャンパスガイド 2 頁  

【3-1-c】 入学試験要項 3 頁  

【3-1-d】 2025 年度入試・面接実施要綱  

【3-1-e】 入学試験要項 7-8 頁  

【3-1-f】 2024 年度卒業生・留年生の進路状況等  

https://www.yukioka-u.ac.jp/entrance/


大阪行岡医療大学 

56 

【3-1-g】 
大阪行岡医療大学と大阪高校との高大連携事業に
関する協定書 

 

【3-1-h】 高校訪問報告書  

3-2．学修支援 

学修支援に関する方針・計画 

【3-2-1】 学修支援に関する方針・計画  

学修支援に関する会議体の規則 

【3-2-2】 大阪行岡医療大学 学習支援委員会規程  

TA、SA などに関する規則 

【3-2-3】 
大阪行岡医療大学 スチューデント・アシスタント

実施要項 
 

オフィスアワ－を学生に周知したこと示す文書 

【3-2-4】 専任教員のオフィスアワー一覧  

障がいのある学生への学修支援に関する方針・計画、実施状況 

【3-2-5】 学生相談室と学習支援室ポスター  

退学、休学、留年などの実態及び原因分析、改善方策などを検討する会議体の規則 

【3-2-6】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【3-2-a】 学生出席管理フローチャート  

【3-2-b】 修学上の合理的配慮に係るフローチャート  

【3-2-c】 修学上の合理的配慮申請書  

【3-2-d】 修学上の合理的配慮決定通知  

3-3．キャリア支援 

キャリア支援に関する方針・計画 

【3-3-1】 キャリア支援に関する方針  

キャリア支援に関する授業科目名一覧 

【3-3-2】 キャリア支援に関する授業科目名一覧  

キャリア支援に関する会議体の規則 

【3-3-3】 大阪行岡医療大学 学生委員会規程  

教育課程外のキャリア支援のための講座やガイダンスなど一覧 

【3-3-4】 
教育課程外のキャリア支援のための講座やガイダ
ンス一覧 

 

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【3-3-a】 シラバス 15 頁  

【3-3-b】 ハローワークによる面接セミナー資料  

【3-3-c】 オンライン就職説明会参加施設 2024  

【3-3-d】 2024 年度卒業生・留年生の進路状況等  

3-4．学生サ-ビス 

学生生活支援に関する方針・計画 

【3-4-1】 学生生活支援に関する方針・計画  

学生生活支援に関する会議体の規則 

【3-4-2】 大阪行岡医療大学 学生委員会規程  

学生の課外活動の支援に関する規則 

【3-4-3】 キャンパスガイド 34-35 頁  

奨学金に関する規則 

【3-4-4】 キャンパスガイド 30 頁  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【3-4-a】 研修会報告書  
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【3-4-b】 
緊急対応マニュアル 2025、保健室使用マニュアル
2025 

 

【3-4-c】 
大阪行岡医療大学 ハラスメント防止対策委員会規
程 

 

【3-4-d】 休学中の学生に対する学費返還制度について  

3-5．学修環境の整備 

施設・設備の管理に関する規則 

【3-5-1】 学校法人行岡保健衛生学園 固定資産管理規程  

ICT 環境について学生に周知したことを示す文書 

【3-5-2】 なし  

図書館に関する規則 

【3-5-3】 大阪行岡医療大学 図書委員会規程  

図書館利用案内 

【3-5-4】 大阪行岡医療大学 図書館利用規則  

建物の耐震化率を示す文書 

【3-5-5】 耐震改修状況等調査票  

臨地実務実習施設一覧（専門職大学のみ） 

  該当なし 

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【3-5-a】 学生満足度調査  

 

基準 4．教育課程 

基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

4-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

ディプロマ・ポリシ－を示す部分の URL 

【4-1-1】 
大学ホームページ 
https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/  

 

ディプロマ・ポリシ－を策定する会議体の規則 

【4-1-2】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

学生にディプロマ・ポリシ－の内容を説明する文書など 

【4-1-3】 キャンパスガイド 1 頁  

学位規則、学位審査基準 

【4-1-4】 大阪行岡医療大学 学則  

進級・卒業・単位認定に関する規則 

【4-1-4】 大阪行岡医療大学 学則  

【4-1-5】 大阪行岡医療大学 履修規程  

単位認定、進級、卒業判定を行う会議体の規則 

【4-1-6】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

入学前の実務経験を通じて修得している実践的な能力の単位認定の基準（専門職大学の
み） 

  該当なし 

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【4-1-a】 大学案内 26 頁  

【4-1-b】 入学試験要項 3 頁  

【4-1-c】 シラバス 6 頁  

【4-1-d】 キャンパスガイド 16 頁  

【4-1-e】 カリキュラム・ポリシー  

【4-1-f】 ディプロマ・ポリシー  

https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/
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4-2．教育課程及び教授方法 

カリキュラム・ポリシ－を示す部分の URL 

【4-2-1】 
大学ホームページ 
https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/  

 

カリキュラム・ポリシ－を策定する会議体の規則 

【4-2-2】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

学生にカリキュラム・ポリシ－の内容を説明する文書など 

【4-2-3】 大学案内 26 頁  

【4-2-4】 キャンパスガイド 2 頁  

【4-2-5】 入学試験要項 3 頁  

教育課程の体系的編成を示すカリキュラムマップやカリキュラムツリ－など 

【4-2-6】 カリキュラムマップ(シラバス 92-93 頁)  

履修に関する規則 

【4-2-7】 大阪行岡医療大学 履修規程  

教育課程を検討する会議体の規則 

【4-2-8】 大阪行岡医療大学 教務委員会規程  

シラバス作成に関して教員に周知したことを示す文書 

【4-2-9】 シラバス作成依頼メール  

教養教育を検討する会議体の規則 

【4-2-10】 大阪行岡医療大学 教務委員会規程  

教育課程連携協議会の議事録（専門職大学のみ） 

  該当なし 

授業科目別登録者数一覧（専門職大学のみ） 

  該当なし 

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【4-2-a】 カリキュラム・ポリシー  

【4-2-b】 シラバス 4 頁  

4-3．学修成果の把握・評価 

大学が求める学修成果を示す文書など 

【4-3-1】 大阪行岡医療大学 国家試験合格率推移  

大学が求める学修成果の内容を学生に説明する文書など 

【4-3-2】 大阪行岡医療大学 国家試験合格率推移  

0 学修成果の把握・評価の方針 

【4-3-3】 なし  

学修成果の把握・評価の方法などについて検討する会議体の規則 

【4-3-4】 大阪行岡医療大学 教務委員会規程  

学修成果の把握・評価のために実施した調査と分析の結果 

【4-3-5】 退学者と卒業生の試験点数分析  

【4-3-6】 授業アンケート分野別分析  

学修成果の把握・評価の結果を、教育内容、方法及び学修指導の改善にフィ－ドバックす
ることを検討する会議体の議事録 

【4-3-7】 教務委員会議事録  

【4-3-8】 学習支援委員会議事録  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【4-3-a】 大阪行岡医療大学 定期試験・成績一覧表  

【4-3-b】 大阪行岡医療大学 定期試験・成績通知書  

 

基準 5．教員・職員 

https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/
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基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

5-1．教育研究活動のための管理運営の機能性 

大学の意思決定に関する組織図 

【5-1-1】 大阪行岡医療大学 組織図  

大学の意思決定に関する会議体の規則 

【5-1-2】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

学長の職務権限に関する規則 

【5-1-3】 大阪行岡医療大学 学長の職務権限に関する規程  

教授会に関する規則 

【5-1-4】 大阪行岡医療大学 教授会規程  

教授会の開催日時・議題一覧 

【5-1-5】 
大阪行岡医療大学 2024 年度教授会開催日時・議題
一覧 

 

学生の退学、停学及び訓告の処分の手続きが学長によって定められていることを示す文
書 

【5-1-6】 大阪行岡医療大学 学生懲戒規程  

事務局組織図 

【5-1-7】 学園 組織図  

事務分掌に関する規則 

【5-1-8】 学校法人行岡保健衛生学園 事務分掌規程  

職員採用・昇任の方針・規則 

【5-1-9】 学校法人行岡保健衛生学園 教職員任免規程  

教育課程連携協議会の規則（専門職大学のみ） 

  該当なし 

教育課程連携協議会の構成員名簿（専門職大学のみ） 

  該当なし 

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【5-1-a】 大阪行岡医療大学 教務委員会規程  

【5-1-b】 大阪行岡医療大学 学生委員会規程  

【5-1-c】 大阪行岡医療大学 企画委員会規程  

【5-1-d】 大阪行岡医療大学 臨床実習委員会規程  

【5-1-e】 大阪行岡医療大学 入試委員会規程  

【5-1-f】 大阪行岡医療大学 FD 委員会規程  

【5-1-g】 大阪行岡医療大学 図書委員会規程  

【5-1-h】 大阪行岡医療大学 倫理委員会規程  

5-2．教員の配置 

教員の採用・昇任の方針・規則 

【5-2-1】 学校法人行岡保健衛生学園 教職員任免規程  

教員人事に関する会議体の規則 

【5-2-2】 大阪行岡医療大学 教員選考規程  

5-3．教員・職員の研修・職能開発 

FD の方針・計画 

【5-3-1】 大阪行岡医療大学 FD 委員会規程  

【5-3-2】 大阪行岡医療大学 FD 委員会議事録  

SD の方針・計画 

【5-3-1】 大阪行岡医療大学 FD 委員会規程  

【5-3-2】 大阪行岡医療大学 FD 委員会議事録  
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SD の実施報告書 

【5-3-3】 研修会報告書  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【5-3-a】 FD 委員会 教育研修規程  

【5-3-b】 教員相互の授業参観の案内  

【5-3-c】 FD 委員会授業参観報告書  

【5-3-d】 FD 研修のお知らせ  

【5-3-e】 FD 研修会資料①  

【5-3-f】 FD 研修会資料②  

【5-3-g】 授業アンケート結果  

【5-3-h】 授業改善報告書  

【5-3-i】 FD・SD 研修実施について(当日スケジュール)  

【5-3-j】 FD・SD 研修出席者名簿  

5-4．研究支援 

研究環境に関する調査の結果 

【5-4-1】 なし  

研究環境整備の方針・計画 

【5-4-2】 大阪行岡医療大学 研究費規程  

研究倫理に関する規則 

【5-4-3】 大阪行岡医療大学 倫理委員会規程  

研究費の適正利用に関するマニュアル 

【5-4-4】 大阪行岡医療大学 科学研究費等補助金取扱規程  

研究活動への資源配分に関する規則 

【5-4-5】 大阪行岡医療大学 研究費取扱要領  

研究活動に対する RA など人的支援に関する規則 

【5-4-6】 なし  

科研費などの申請のために必要な情報を学内に周知したことを示す文書 

【5-4-7】 
科研費などの申請のために必要な情報を学内に周
知したことを示す文書(メール) 

 

外部資金応募・獲得の実績一覧 

【5-4-8】 外部資金応募・獲得の実績一覧  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【5-4-a】 2025 年度研究日／学年担任  

【5-4-b】 
日本学術振興会「研究倫理 e-learning コース」受講
記録 

 

【5-4-c】 
大阪行岡医療大学 研究活動における不正行為防止
及び不正行為への対応に関する規程 

 

 

基準 6．経営・管理と財務 

基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

6-1．経営の規律と誠実性 

組織倫理に関する規則 

【6-1-1】 就業規則(服務心得)  

情報公表に関する規則 

【6-1-2】 学校法人行岡保健衛生学園 情報公開規程  

学校教育法施行規則第 172 条の 2 に対応した部分の URL 

【6-1-3】 
大学ホームページ 
https://www.yukioka-u.ac.jp/  

 

https://www.yukioka-u.ac.jp/
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私立学校法第 151 条に対応して公開した部分の URL 

【6-1-4】 
大学ホームページ 
https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/  

 

内部統制の組織体制を示す図 

【6-1-5】 学園 組織図  

内部統制に関する規則 

【6-1-6】 なし  

ハラスメント防止に関する規則 

【6-1-7】 
大阪行岡医療大学 ハラスメント防止対策委員会規
程 

 

個人情報保護に関する規則 

【6-1-8】 
学校法人行岡保健衛生学園 個人情報の保護に関す
る規程 

 

危機管理に関する方針・規則 

【6-1-9】 大阪行岡医療大学 危機管理委員会規程  

危機管理に関するマニュアル 

【6-1-10】 大阪行岡医療大学 危機管理マニュアル  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【6-1-a】 キャンパスガイド 34 頁  

6-2．理事会の機能 

法人の意思決定に関する組織図 

【6-2-1】 学園 組織図  

予算・決算を承認した際の理事会の議事録 

【6-2-2】 理事会議事録(令和 6.5.30)  

理事を選任する会議体の規則 

【6-2-3】 
学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為(変更前)第 11
条 

 

理事を選任した際の会議体の議事録 

【6-2-4】 理事会議事録(令和 5.10.20)  

中期的な計画を承認・見直しした際の理事会の議事録 

【6-2-5】 理事会議事録(令和 7.5.29)  作成中 

理事が職務執行状況を理事会に報告したことを示す文書 

【6-2-6】 
理事が職務執行状況を理事会に報告したことを示
す文書 

 

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【6-2-a】 
学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為（変更後）第 15
条 

 

【6-2-b】 
学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為（変更後）第 6
条 

 

6-3．管理運営の円滑化とチェック機能 

評議員を選任した際の会議体の議事録 

【6-3-1】 理事会議事録(令和 5.10.20)  

監事・会計監査人を選任した際の評議員会の議事録 

【6-3-2】 評議員会議事録(令和 5.10.20)  

予算・決算を審議した際の評議員会の議事録 

【6-3-3】 評議員会議事録(令和 6.5.30)  

監事監査に関する規則 

【6-3-4】 
学校法人行岡保健衛生学園 寄附行為（変更後）第 29
条 

 

監事監査計画書 

https://www.yukioka-u.ac.jp/accreditation/
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【6-3-5】 監事監査計画書  

自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料 

【6-3-a】 大阪行岡医療大学 教授会規程 第 4 条  

【6-3-b】 法人寄附行為（変更前）第 17 条及び第 12 条  

6-4．財務基盤と収支 

予算編成方針 

【6-4-1】 令和 7 年度予算編成方針  

財務計画書 

【6-4-2】 令和 7 年度予算案  

外部資金導入の実績 

【6-4-3】 有価証券運用実績  

資産運用に関する規則 

【6-4-4】 学校法人行岡保健衛生学園 資金運用に関する規程  

【6-4-a】 令和 6 年度 計算書類 事業活動収支計算書  

6-5．会計 

経理に関する規則 

【6-5-1】 学校法人行岡保健衛生学園 経理規程  

会計監査人の選任に関する規則 

【6-5-2】 
学校法人行岡保健衛生学園 法人寄附行為（変更後）
第 51 条 

 

会計監査人が監事に報告した内容を示す文書など 

【6-5-3】 監査結果概要報告書 (監査法人による監事あて)  
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基準 A．地域社会への貢献 

基準項目 

コ－ド 該当する資料名及び該当ペ－ジ 備考 

A-1．地域連携と社会貢献に関する方針と具体的な取り組み 

【A-1-a】 大阪行岡医療大学 中期的な計画  

【A-1-b】 
茨木市と学校法人行岡保健衛生学園との連携協力
に関する協定書 

 

【A-1-c】 茨木市健康フェアポスター  

【A-1-d】 
YUKIOKA 健康プロジェクト ZUMBA®フィットネ
ス講座 

 

【A-1-e】 腰痛予防講座巡回講師派遣事業  

【A-1-f】 社会貢献活動  

【A-1-g】 
大阪行岡医療大学と大阪高校との高大連携事業に
関する協定書 

 

【A-1-h】 大阪高校 CHOLA ゼミ資料  

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

※「専門職大学のみ」の欄について該当がない場合は、「該当なし」と記載すること。 

※基準項目ごとの「自己点検評価書の記述内容に応じて提出する資料」に該当資料が無い

場合は、記入欄を削除すること。 

 


	新しいしおり

